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回次 第144期 第145期 第146期 第147期 第148期

決算年月 2020年３月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月

売上高 百万円 117,551 118,443 94,451 97,383 103,717

経常利益 百万円 2,899 4,676 4,745 1,838 4,283

親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 1,875 3,167 3,374 1,096 3,071

包括利益 百万円 1,883 3,461 3,110 1,366 3,530

純資産額 百万円 47,664 50,561 52,786 53,540 56,434

総資産額 百万円 78,050 78,872 83,262 87,630 94,233

１株当たり純資産額 円 1,984.02 2,104.61 2,197.20 2,228.59 2,349.05

１株当たり当期純利益 円 78.08 131.84 140.47 45.64 127.85

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
円 － － － － －

自己資本比率 ％ 61.1 64.1 63.4 61.1 59.9

自己資本利益率 ％ 3.99 6.45 6.53 2.06 5.59

株価収益率 倍 22.07 16.71 16.02 46.87 18.70

営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 3,389 8,055 8,090 2,117 9,811

投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △5,605 △5,635 △5,121 △6,739 △5,295

財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △2,500 △932 △1,085 3,970 △1,181

現金及び現金同等物の期末残高 百万円 13,260 14,778 16,793 16,183 19,575

従業員数
人

4,271 4,201 4,262 4,264 4,211

（外、平均臨時雇用者数） (783) (822) (790) (798) (834)

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第146期の期首から適用してお

り、第146期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

- 1 -



回次 第144期 第145期 第146期 第147期 第148期

決算年月 2020年３月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月

売上高 百万円 113,670 115,607 91,408 93,775 99,995

経常利益 百万円 2,895 4,159 4,028 1,721 4,408

当期純利益 百万円 1,937 2,764 2,820 1,397 3,246

資本金 百万円 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036

発行済株式総数 千株 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700

純資産額 百万円 47,848 50,363 52,243 53,302 56,503

総資産額 百万円 76,974 77,570 81,814 86,189 93,414

１株当たり純資産額 円 1,991.67 2,096.35 2,174.62 2,218.68 2,351.91

１株当たり配当額
円

23.00 24.00 25.00 26.00 27.00

（うち１株当たり中間配当額） (11.00) (11.50) (12.50) (13.00) (13.50)

１株当たり当期純利益 円 80.64 115.05 117.39 58.16 135.15

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
円 － － － － －

自己資本比率 ％ 62.2 64.9 63.9 61.8 60.5

自己資本利益率 ％ 4.10 5.63 5.50 2.65 5.91

株価収益率 倍 21.37 19.15 19.17 36.78 17.69

配当性向 ％ 28.5 20.9 21.3 44.7 20.0

従業員数
人

3,546 3,493 3,537 3,949 3,922

（外、平均臨時雇用者数） (671) (706) (683) (756) (793)

株主総利回り ％ 92.9 119.7 123.6 119.1 133.9

（比較指標：ＴＯＰＩＸ） ％ (88.2) (122.8) (122.3) (125.9) (173.9)

最高株価 円 1,910 2,323 2,590 2,250 2,460

最低株価 円 1,600 1,670 2,110 2,034 2,098

(2) 提出会社の経営指標等

（注）１．第144期の１株当たり配当額には、創業95周年記念配当１円を含んでおります。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第146期の期首から適用してお

り、第146期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

４．最高株価及び最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ以

前については東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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1924年11月 柏崎市枇杷島219番地（1966年住居表示制度の実施により、同市駅前一丁目３番２号と変更）にて、資本
金10万円をもって北日本製菓株式会社を設立、ビスケットの製造を開始

1932年８月 東京神田に東京販売所を開設（1940年閉鎖）

1934年２月 米菓の製造を開始

1943年８月 北日本産業株式会社に商号変更

1948年11月 北日本食糧工業株式会社に商号変更

1952年７月 北日本食品工業株式会社に商号変更

1954年４月 新潟証券取引所に株式を上場

1963年10月 柏崎市松波四丁目２番14号に荒浜工場（現・柏崎工場）を新設、ビスケットの製造を開始

1967年８月 北日本巻食品株式会社（現・新潟工場）を設立

1968年10月 本社を柏崎市松波四丁目２番14号に移転

1969年４月 株式会社ボンビスコ（現・新潟工場）を設立

12月 マルキタ米菓株式会社を設立

1972年２月 西蒲米菓株式会社（現・新潟工場）を設立

６月 北日本大潟食品株式会社（現・上越工場）を設立

1974年11月 北日本和島食品株式会社（現・長岡工場）を設立

1980年４月 北日本月潟食品株式会社（現・新潟南工場）を設立

1982年７月 北日本村上食品株式会社（現・村上工場）を設立

７月 北日本羽黒食品株式会社（現・鶴岡工場）を設立

1989年６月 株式会社ブルボンに商号変更

1990年４月 北日本豊浦食品株式会社（現・新発田工場）を設立

2000年３月 東京証券取引所と新潟証券取引所の合併により、東京証券取引所市場第二部に移行

2004年４月 マルキタ米菓株式会社を北日本五泉食品株式会社（現・五泉工場）に商号変更

2005年９月 柏崎市大字藤井に商品開発センター（現・試作センター）を開設

12月 駅前工場の生産機能を柏崎工場へ統合

2006年３月 株式会社レーマン（現・連結子会社）の株式を取得

2007年１月 中華人民共和国浙江省湖州市長興県に、波路梦（長興）食品有限公司（現・連結子会社）を設立

６月 中華人民共和国上海市に、波路梦（上海）商貿有限公司（現・連結子会社）を設立

2008年３月 柏崎市諏訪町に統合研修センターを開設

９月 波路梦（長興）食品有限公司および波路梦（上海）商貿有限公司の中華人民共和国での生産・販売を開始

2009年10月 連結子会社である北日本巻食品株式会社、株式会社ボンビスコ、西蒲米菓株式会社、北日本大潟食品株式
会社、北日本和島食品株式会社、北日本月潟食品株式会社、北日本村上食品株式会社、北日本豊浦食品株
式会社および北日本五泉食品株式会社を吸収合併し連結子会社９社が消滅

2010年３月 エチゴビール株式会社（現・連結子会社）の株式を取得

2011年８月 アメリカ合衆国にBourbon Foods USA Corporationを設立し、ワシントンＤ.Ｃ.に事務所を開設

2015年３月 本社ビル完成に伴い、本社を柏崎市駅前一丁目３番１号に移転

2022年４月 連結子会社である北日本羽黒食品株式会社を吸収合併し連結子会社１社が消滅

４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行

11月 魚沼市十日町字八色原に魚沼工場を開設

2023年２月 ＢＣＣＡ株式会社（現・持分法適用関連会社）の株式を取得

２【沿革】
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３【事業の内容】

当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社（株式会社ブルボン）および連結子会社４社、持分法適用関連

会社２社、非連結子会社６社で構成しております。各事業における当社および子会社の位置付けなどは、次のとおりで

あります。

[ 食料品事業 ]

当社は、「菓子」「飲料・食品・冷菓・その他」の製造、販売を行っております。

連結子会社の波路梦（長興）食品有限公司は、中国国内向けの菓子のほか、日本および海外向けの菓子の製造、販

売を行っており、波路梦（上海）商貿有限公司は、中国での菓子、飲料、食品等の販売および輸入品の販売を行って

おります。株式会社レーマンは、チョコレートおよび洋菓子の製造、販売を行っております。エチゴビール株式会社

は、全国地ビールの第１号であり、個性豊かで特徴的なビール等の製造、販売を行っております。

持分法適用関連会社の株式会社マルキンは、バウムクーヘン、カップケーキ、ドーナツ等の製造、販売を行ってお

ります。

非連結子会社の株式会社ビアスタイル・トゥ・ワンは酒類の販売等を行っております。Bourbon Foods USA 

Corporationは米国において市場調査および菓子の輸入、販売を行っております。

[ その他の事業 ]

持分法適用関連会社のＢＣＣＡ株式会社は、株式会社マルキン株式取得のための特別目的会社であります。

非連結子会社の株式会社レーマン企画は保険代理店業務等を行っており、株式会社ブルボン再生医科学研究所は再

生医療研究用増殖制御基礎培養液「Ｘｙｌｔｅｃｈ（キシルテック）」等の研究開発、販売を行っております。

なお、非連結子会社のブルボン興業株式会社および株式会社シェリーゼは、現在、営業活動を行っておりません。

[ 事業系統図 ]

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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名称 住所
資本金

（百万円）
主要な

事業の内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

株式会社レーマン
（注）１

東京都港区 28
食料品の
製造・販売

100.0

当社より設備を賃借して
一部当社菓子食品を製造
しております。
貸付金…有
役員の兼任等…有

波路梦（長興）食品有限公司
（注）１

中華人民共和国
浙江省湖州市
長興県

28,500
千ＵＳ＄

食料品の

製造・販売
100.0

一部当社菓子食品を製造
しております。
貸付金…有
役員の兼任等…有

波路梦（上海）商貿有限公司
（注）１

中華人民共和国
上海市

1,685 食料品の販売 100.0

一部当社菓子食品を販売
しております。
貸付金…有
役員の兼任等…有

エチゴビール株式会社

（注）１
新潟市西蒲区 100

酒類の
製造・販売

100.0
当社より設備を賃借して
おります。
役員の兼任等…有

（持分法適用関連会社）

ＢＣＣＡ株式会社 東京都千代田区 100 純粋持株会社 25.0

株式会社マルキン

（注）２
愛知県豊橋市 10

食料品の
製造・販売

25.0

(25.0)

業務提携
役員の兼任等…有

４【関係会社の状況】

（注）１．特定子会社に該当しております。

　　　２．議決権の所有割合の（）内は、間接所有割合で内数であります。

2024年３月31日現在

部門の名称 従業員数（人）

製造部門 3,499(644)

営業部門 439(174)

管理部門 273 (16)

合計 4,211(834)

2024年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

3,922 (793) 38.2 15.9 4,759

５【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

当社グループ（当社および連結子会社、以下同じ）の事業は、食品製造企業として同一セグメントに属する、ビス

ケット類、米菓類等の菓子および飲料食品等の食料品の製造・販売ならびにこれらの付随業務であり、単一セグメン

トであるため、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

(2) 提出会社の状況

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

当社グループの労働組合は、単一組合で、制約を受ける上部団体はありません。

労使は労働協約改訂、賃金交渉、賞与交渉につき協議を行っており、これまで協調的態度のもとに円滑な関係を持

続しております。
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当事業年度

補足説明
管理職に占め
る女性労働者
の割合（％）
 （注）１．

男性労働者の
育児休業取得
率（％）
 （注）２．

労働者の男女の賃金の差異（％）
（注）１．

全労働者
正規雇用労働
者

パート・有期
労働者

7.1 100.0 71.7 74.3 67.4 ―

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①　提出会社

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもので

あります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定

に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成３年

労働省令第25号）第71条の４第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

②　連結子会社

連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表義務の

対象ではないため、記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営方針

当社グループは、「利害相反する人を含めて、集団の生存性を高める」を経営理念としております。これは、自

集団のみの生存性を高めれば良いということではなく、当社グループを取り巻く七媒体（消費者、流通、国・県・

市町村、株主、金融機関、取引先、従業員）の全てとともに響き合って生存性を高めることを基本としておりま

す。

消費者が望む革新的商品やサービスを継続的に提供することを使命とし、地方にありながら世界につながるグロ

ーバル企業であり続けることを目指してまいります。また、心と体の健康づくりをテーマに文化・芸術、スポーツ

支援などを通じて社会に貢献する活動も推進してまいります。

(2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目標に、収益力、生産性向上、資本効率等の改善

を図るために投資効率を重視した経営を行っております。それぞれの部署における業務の効率化を目指した施策を

講ずるとともに管理の強化を進めてまいります。

また、連結ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）を重要指標と捉えており、今後はＲＯＩＣ（投下資本利益率）につ

いても重要指標として捉えてまいります。財務政策など経営の諸施策を推進し、連結ＲＯＥおよびＲＯＩＣを高め

ることにより、株主価値の向上と安定的な成長を目指してまいります。

(3) 経営環境

経営環境につきましては、「４　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1) 

経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。

(4) 対処すべき課題および経営戦略等

国内における人口減少や労働力不足の顕在化と併せて、当社が属する菓子・飲料・食品業界は、原材料・エネル

ギー価格の上昇や為替変動、原料の安定調達に関する課題など、経営を取り巻く環境は刻々と変化するとともに先

行きの不透明な状況が継続するものと認識しております。

このような環境下で、当社グループは食品製造企業として品質保証第一主義に徹し、引き続き、安定した原材料

調達と商品供給体制の確立、原材料のトレーサビリティ、フードセーフティーへの取り組み強化による品質保証体

制のレベルアップを図るとともに、消費者の皆様の「心と体の健康づくり」に寄与する商品づくりを目指し、ビス

ケットやチョコレートをはじめとする多様なカテゴリーでバラエティ豊かな商品や、生活習慣病予防のための機能

性食品等の開発を進め安定的な収益基盤の確保に努めてまいります。

そして、コンプライアンスに注力し、社会の一員として役割と責務を果たす正しい行動と、社会への貢献活動を

推進し、法的責任と倫理的責任のある企業行動に努め、従業員が心身ともに健康で生きがいを持って働くことので

きる職場環境の構築を進めてまいります。

将来に向けては、サステナビリティへの取り組みとして、菓子・飲料・食品の開発・製造・販売を通じて、豊か

な生活と健康への寄与など皆様の幸せな生活に深く関わるとともに、持続可能な未来社会をデザインしていく健康

増進総合支援企業を目指した活動を推進してまいります。

① 新製品開発体制の強化

・ ビスケット市場のシェア拡大に向けた利便性や簡便性、コストパフォーマンスの高い商品の開発

・ ライフスタイルの変化や多様な価値観にあわせた新しいチョコレート商品の開発

・ 菓子製造技術を活かしたブルボンお菓子アイスの開発

・ 食生活を栄養面から広くサポートする健康に配慮した保健機能食品等の開発

・ 次世代を担う新たなブランドの構築と新カテゴリーの創出

・ 新奇性に富み、差別化された新製品の開発と新技術や新設備の導入
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② 新たな需要を創造する営業体制の強化

・ 企画提案型営業による楽しい売場演出・サービスの提供

・ 得意先別要望・課題への対応と積極的な企画提案による関係強化

・ 自動販売機事業・業務用商品販売事業・ｅコマース事業の品揃え強化による採算性の向上や新たな付加価値の

創造・開発

・ 47都道府県にある拠点を活かした地域に密着した需要の創造

・ 製造業として二次産業に取り組むだけでなく、一次産業や三次産業との統合的かつ一体的な推進

③ グローバル展開の推進

・ 中国市場における当社商品や現地グループ会社の商品の販売拡大

・ 米国市場に適した商品の開発と現地法人を拠点とした販売推進

・ 東南アジア、その他目覚ましい経済成長がみられる地域への販売網の構築や販売強化

④ 経営基盤の強化

・ 安全、安心な商品を安定して供給できる生産体制の強化

・ 持続可能且つコスト競争力のある新規原材料開発やサプライチェーンの強化

・ 食品安全マネジメントシステムの国際規格等を基に独自に策定したブルボン品質保証マネジメントシステム

（ＢＱＡＭＳ）の運用と教育による品質保証体制の強化

・ ＡＩ、ＩｏＴを活用した最新の生産システムの構築による生産性や品質の向上

・ 情報システムの合理化とＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進による付加価値創造

・ ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）の推進による環境負荷の低減

・ 再生医療分野及び環境分野におけるＢＸ(バイオトランスフォーメーション)の対応準備

・ 従業員の能力を最大限発揮できる組織を目指し、多様な働き方や女性の活躍を広げる制度の拡充

・ 心と体の健康を重視した経営方針のもと従業員のライフスタイルや多様性を尊重した職場環境の構築

・ 多様な事業環境に対応できる経営幹部の育成と積極的な外部招聘

・ 経営企画ならびに計画推進組織の強化推進
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方および取り組みは、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) サステナビリティ全般に関するガバナンス

　当社は、関東大震災の影響により地方への菓子供給が全面的にストップした窮状を見て、地方での量産工場によ

る菓子作りを決意し1924年に新潟県柏崎市で創業しました。

　現在は、「菓子」「飲料・食品・その他」の開発、製造、販売を通じて、豊かな生活と健康への寄与など皆様の

幸せな生活に深く関わるとともに、持続可能な未来社会をデザインしていく健康増進総合支援企業を目指した活動

に取り組んでいます。

　また、社会の一員として役割と責務を果たすよう正しく行動し、社会への貢献活動を推進しています。法的責任

と倫理的責任のある企業行動に努め、業務遂行に際しては人間としての尊厳と価値が認められる高い志と心の健全

性をバランスさせた自己形成に取り組める職場環境の構築と、社員が心身ともに健康で生きがいを持って働くこと

のできる健康経営に取り組んでいます。

　当社グループは、「利害相反する人を含めて、集団の生存性を高める」を経営理念に、当社を取り巻く七媒体の

全てとの生存性を高めることを経営の重要課題として捉えております。「生存性を高めること」は「持続可能であ

ること」であり、創業から一貫して企業市民としての社会・環境貢献活動と、企業としての持続的な発展の両立を

目指した取り組みを推進しております。当社を取り巻く七媒体の大きな関心事であり、当社の事業活動に最も重要

な課題８項目を挙げ、持続可能な未来社会の実現に向けて優先的に取り組んでおります。

(2) 重要なサステナビリティ項目

　上記、ガバナンスを通して識別された当社グループにおける重要なサステナビリティ項目は以下のとおりであり

ます。

①環境負荷軽減への対応

②人材の多様性の確保を含む人材育成及び社内環境整備への対応

　それぞれの項目に係る当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりでありま

す。
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①環境負荷軽減への対応

・戦略

　当社グループは、サステナビリティに関わる基本方針や重要事項等を検討・決定することを目的とした専門の社

内組織は設置しておりませんが、経営企画研究本部を推進本部、製造保証本部を中心的実施本部としてＳＤＧｓの

17目標を中心に据えたアプローチおよびバリューチェーンマップを策定し、取締役会など社内会議へ定期的に報告

しております。同アプローチを基に全部門において中長期および年度目標が決定され、主に環境マネジメントシス

テム（ISO14001）推進体制に組み込むことで実行およびモニタリングしております。詳細は、当社ホームページの

「環境報告書（2024年６月末更新予定）」で公開します。
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　当社グループは、事業活動として「菓子」「飲料・食品・その他」を製造し、お客様へ提供しています。製造に

使用する原料、包装材料、製造・加工のためのエネルギー、お客様へお届けするための輸送のエネルギーは、全て

環境からの恩恵を消費し、製造・加工に伴い発生する不要物を排出しています。環境負荷の低減については、どん

なに小さな活動でも、継続して実施していくことが大切です。自らの活動がどのように環境と関係しているのか

を、正しく認識するとともに、率先した環境への取り組みを下記のように実践してまいります。

ａ．モーダルシフトの推進と配送効率化に向けた取り組み

　ＣＯ２削減対策として、トラック輸送から環境にやさしい鉄道や船舶によるエコ輸送への転換（モーダルシフ

ト）に取り組んでいます。トラックドライバー不足（労働力不足）の問題も深刻化しているなかで、さらにモーダ

ルシフトを推進し、脱炭素化や地球温暖化防止に貢献するアプローチを行うとともに、物流業界の課題解決にも努

めています。

　当社では、配送効率の向上に向けて、鉄道コンテナならびに大型トラックでの輸送時にパレット輸送を推進して

います。手積みの荷役と比較し作業時間が大幅に短縮できることに加え、輸送品質の向上も期待できます。この取

り組みを進めるにあたりケースサイズの標準化にも取り組み、パレット積載効率の向上を図っています。また、新

潟県内の菓子メーカーとともに生産地からの共同配送実験に取り組み、「持続可能な物流網の構築」に取り組んで

います。

ｂ．脱炭素社会に向けた取り組み

　世界的に深刻化する気候変動問題を踏まえ、脱炭素社会の実現に向けた温室効果ガス排出量の実質ゼロをめざす

動きが広まっています。国内でも太陽光などの再生可能エネルギーを使用して発電した電力を自家消費すること

で、事業活動におけるＣＯ２の排出量を削減する取り組みが拡大しています。当社では、環境負荷低減活動の一環

として自家消費型太陽光発電（オンサイトＰＰＡ）による発電や、工場敷地外に設置した太陽光発電電力を当社事

業所に送電する自家消費型太陽光発電（コーポレートＰＰＡ）を開始しております。今後も計画的な発電所開設な

どにより、再生エネルギー使用による脱炭素社会への貢献に努めてまいります。

ｃ．バイオマスプラスチックの使用

　商品パッケージの材料の一部や、商品を保護することを目的に使用しているトレーの一部に植物由来のバイオマ

スプラスチックを使用しています。

ｄ．紙の比率を大きく高めたパッケージの採用

　日本製紙株式会社および株式会社カネカと共同開発したヒートシール紙を「４種のひとくちスイーツ」の外装に

採用しました。従来はプラスチックフィルムの複層構成としていたパッケージを、大部分を紙で構成した仕様とし

たことでプラスチック使用量の削減を図りました。また、環境に配慮した水性インクによるインクジェット印刷を

取り入れています。

ｅ．「贅沢ルマンド」シリーズのプラスチック使用量削減

　「贅沢ルマンド」シリーズの外装の見直しを図りました。プラスチックフィルムの大部分を紙に変更すること

で、プラスチック使用量の削減に取り組みました。包装適正やデザインは従来のプラスチックフィルムと同等に保

ちつつ、従来品と比較してプラスチックの重量を60％以上削減しました。

ｆ．ペットボトルの軽量化

　当社ミネラルウォーター商品で使用しているペットボトルは自社成型しています。ペットボトルの設計を見直

し、キャップシールやラベルの薄肉化、素材の一部に植物由来の原料を配合するなど、省資源化に取り組みまし

た。

ｇ．サステナブルカカオ豆の使用

　チョコレートの主原料であるカカオ豆栽培地区の多くは開発途上国にあり、栽培地の開拓による環境破壊や、児

童労働の人権問題などの社会課題も存在しています。当社ではカカオ原料の主要産地であるガーナにおいて、児童

労働の撲滅・抑止に向けた活動を進めているほか、アグロフォレストリー（森林農法）による森林回復や農家に対

してカカオの苗木の提供を支援し、栽培地の環境保全に取り組む農家からカカオ豆の調達を行うなど、原材料の持

続可能な調達活動に取り組んでおります。
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項目 目標年度 目標数値
第148期実績
2023年度

ＣＯ２排出削減 2030年 2013年比46％削減 19.4％

脱プラスチック 2025年 2018年比20％削減 7.8％

サステナブル原料使用
2027年

2030年

カカオ豆100％

パーム油100％

100.0％

19.0％

経営理念を実現し、集団の永続的な成長・発展のために、社員一人ひとりを「人財」と捉え、大切な経営資源と

して、戦略的・継続的な育成を行います。

ｈ．ＲＳＰＯサプライチェーン認証（マスバランス）の取得

　当社では、2019年10月に「持続可能なパーム油のための円卓会議（ＲＳＰＯ）」に加盟し、2022年２月には、柏

崎工場と新発田工場のポテトスナック製品群においてＲＳＰＯサプライチェーンの認証（マスバランス）を取得し

ました。今後も持続可能なサプライチェーンの構築に取り組み、環境保全と生産者の権利保護を目指してまいりま

す。

・リスク管理

　当社グループが製造に使用する原料、包装材料、製造・加工および輸送に必要なエネルギーは、全て環境からの

恩恵を消費しているため、気候変動リスクについては主に以下の内容を想定しております。

ａ．気候変動による原材料となる農作物収穫量・価格変動

ｂ．気候変動による台風・豪雨など自然災害発生による工場等の物理的破損

ｃ．気候パターン変動による消費者の食シーンの変化

ｄ. 異常気象によるエネルギー調達不足

・指標及び目標

　当社は、環境負荷軽減への目標としてＣＯ２排出削減、脱プラスチック、サステナブル原料使用推進を重要項目

として設定しております。同目標の遂行状況は取締役会など社内会議にて報告されモニタリングしております。当

社における当該指標に関する目標および実績は、次のとおりであります。なお、連結子会社については、各取り組

みに関しての指標及び目標を設定していないため表示を省略しております。

②人材の多様性の確保を含む人材育成及び社内環境整備への対応

・戦略

　当社グループは「人財育成方針」および「社内環境整備方針」のもと、当社グループ全体で取り組みを進めてお

り、同目標の遂行状況は取締役会など社内会議へ定期的に報告しております。

〔人財育成方針〕

ａ．仕事が自己形成の場となるように、各個人の能力を最大限に発揮させる職務設計を行い、個々の強みを成果に

つなげます。

ｂ．高い教育効果を生み出すため、教育者、被教育者、時期、環境、内容、方法を考え、継続的に改善します。併

せて、各個人の主体的な学びを支援し、必要な知識や技術の向上を図ります。

ｃ．様々な部署や職務を経験し、各個人の能力の幅を広げることができるように、利益機会に焦点を当て、個々の

強みを踏まえて人財の配置を行います。

ｄ．個々の強みを組み合わせて、社外比較での専門水準の優位性により非凡な成果を上げる組織づくりのため、正

しい人間関係（コミュニケーション、チームワーク、自己形成、後継者育成）の構築を行います。
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経営理念を実現し、集団の永続的な成長・発展のために、安全で健康的な働きやすい職場環境を確保するととも

に、人権の尊重と公平な処遇を行い、社員のゆとりと豊かさを実現し、社員の個性、自主性を尊重した活力ある

企業を築きます。

大項目
人的資本に

関する領域
項目

目標
2030年度

第148期実績

2023年度

人件費
給与と報酬

の平均額

男女の賃金差異（全労働者） 75.0％ 71.7％

男女の賃金差異（正社員） 80.0％ 74.3％

男女の賃金差異（パート有期社員） 70.0％ 67.4％

多様性

年齢 平均年齢（正社員・全体） 38.0歳 38.2歳

勤続 平均勤続（正社員・全体） 16.0年 15.9年

性別

女性管理職比率 15.0％ 7.1％

女性役員比率 20.0％ 10.0％

男性の育児休業取得率 100.0％ 100.0％

女性の育児休業取得率 100.0％ 100.0％

組織風土 有給休暇取得 有給休暇取得率 100.0％ 81.7％

〔社内環境整備方針〕

ａ．ブルボングループ健康宣言に則り、社員が心身ともに健康で生きがいを持って働き続けられ、多様な人財が活

き活きとその能力を発揮することで、働く意欲を高め、企業の活力や生産性の向上、家庭生活の充実など、

人々の健康と豊かな社会づくりに取り組みます。

ｂ．ダイバーシティ＆インクルージョン（Ｄ＆Ｉ）を推進し、社員一人ひとりの多様な背景、持ち味、個性を認め

合い、能力を最大限活かし合う工夫や取り組みを続けていくことで、業務の効率化や生産性の向上ならびに新

たな商品やサービス・付加価値の創造、組織と個人の成果の最大化を図ります。

ｃ．地位や経験にかかわらず、誰もが率直な意見・素朴な疑問を言い合うことができる「心理的安全性」が確保さ

れ、社員相互の報告、連絡および相談が支障なく正確に行われ、円滑で効率的な対話により相手の意見を尊重

しながら最善の結論が得られるように、お互いが信頼し協力しあえる雰囲気作りに努めます。

ｄ．不当な差別やハラスメントなどを根絶し、処遇においては個人の適性、能力を尊重し公平な取り扱いがなされ

るように努めます。

ｅ．社員の会社や組織に対するエンゲージメントを高め、食品製造企業の一員として質の高い安全な製品やサービ

スを消費者に供給する仕事に誇りと責任を持ち、業務に関する能力のレベルアップを図り、積極的業務改善、

効率化に努めることで、同僚や関係部署が働きやすく成果が上がるような環境づくりに努めます。

ｆ．職場内の整理、整頓、清掃、洗浄、殺菌（制菌）、清潔に配慮するとともに、安全衛生に関する研修の定期的

実施、日常業務に関するマニュアルの整備・励行等、事故、災害の予防、対策に適切に対処できる仕組みを整

備することにより、一人ひとりが安心して働ける職場の環境づくりを行います。

・指標及び目標

　人材の多様性の確保を含む「人財育成方針」および「社内環境整備方針」について、次の指標を用いており、当

社における当該指標に関する目標及び実績は、次のとおりであります。当社ホームページの「健康を重視した経営

（2024年９月頃更新予定）」において、その他指標を公開しております。なお、連結子会社については、各取り組

みに関しての指標及び目標を設定していないため表示を省略しております。
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３【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績

およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりで

あります。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経済情勢および人口動態の変化

国内の個人消費が回復基調にあるものの、当社グループの主力であるビスケット・チョコレート商品で一部の関

税率が段階的に削減や撤廃されることが事業活動に大きく影響を及ぼす可能性があります。さらに、国内人口減少

や少子高齢化による消費需要の低迷が当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 食品の安全性

当社グループは、安全・安心・安定および健康を基にした品質保証第一主義の徹底を図るため、食品安全基本

法、消費者安全法、食品衛生法、食品表示法、その他関係法令を遵守することはもとより、原材料に係る有害物質

（残留農薬、有害化学物質、放射能汚染など）の検査体制の強化、トレーサビリティの構築、意図的な異物混入を

防止するフードディフェンスの取り組み等を行っておりますが、当社の取り組みの範囲を超える事態が発生した場

合は、社会的な信用低下による売上・生産低下や商品回収による費用発生により、当社グループの収益性を低下さ

せ、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 商品開発および競合性

当社グループは、消費者の嗜好変化に対応した魅力的な新商品開発や、健康志向等を踏まえた特定保健用食品、

栄養機能食品、機能性表示食品などの研究や新製品開発にも取り組んでおりますが、設備投資した新製品が消費者

ニーズに適合せず販売計画未達の場合や、マーケットに国内外より新たなメーカーが参入した場合、競合他社によ

る強力な新製品投入、商品価格の値下げ、販促費の追加投入、広告宣伝の強化等により、優位に立てない場合には

当社グループの収益性を低下させ、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 固定資産の減損

当社グループは、新製品開発や品質向上、生産性向上のための設備投資を継続的に行っております。その結果、

有形固定資産を多額に有しております。

経営環境の変化等により当該資産から得られる将来キャッシュ・フローが著しく低下した場合には、帳簿価額を

減額し、当該減少額を減損損失として計上することとなるため、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。

(5) コンプライアンス

当社グループは、事業活動を遂行するにあたり、会社法、金融商品取引法、食品衛生法、食品表示法、景品表示

法、製造物責任法、不正競争防止法、環境・リサイクル関連法規等、様々な法的規制を受けております。当社グル

ープとしては、各業務担当部門が法務担当部門と連携しながら、すべての法的規制を遵守するように取り組んでお

りますが、その取り組みの範囲を超えた事象が発生した場合、当社グループの業績および財政状態に悪影響を及ぼ

す可能性があります。

また、当社グループでは、研究開発、製品開発等その事業活動において第三者の知的財産権を侵害することのな

いように細心の注意を払っておりますが、第三者から知的財産権侵害に係る不測の訴訟を提起された場合、その結

果によっては当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 天変地異、災害

当社グループは、大規模災害を想定し、構築物の耐震強化、営業所の立地見直し、従業員とその家族を対象とし

た安否確認システムを導入するとともに、地震や台風、風水害による自然災害、火災などが発生し、重大な被害を

受け工場が操業停止となった場合、他工場からの製品供給を可能とする事業継続計画（ＢＣＰ）を策定しておりま

す。しかしながら、当社グループの生産工場が集中している新潟県を中心とした広範囲で大規模な自然災害が発生

し複数の工場被災や火災発生などによる死亡者が発生するなど、当社グループの危機管理対策の想定範囲を超えた

事態となった場合には、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(7) 新型感染症

当社グループは、新型感染症に対して感染症対策委員会を設置し、食品製造企業として厳格な管理基準に則り、

従業員に対する衛生管理に十分留意した生産活動を実施し、また、間接部門ではテレワークの取り組みや出張の制

限など、社内外の感染防止に最大限努めて事業活動を継続できる体制を整備しております。しかしながら、人の移

動の制限によるインバウンド需要や行楽需要の減退、物流・流通システムの混乱に起因する生産活動に必要な原材

料・諸資材の調達困難などにより一部生産活動の停止や販売活動に支障をきたす恐れがあり、業績および財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 原材料の調達および価格の変動

当社グループの原材料の多くは海外調達であり、サプライヤー様との協力体制により安定調達、安定価格維持に

取り組んでおります。しかしながら、世界的な異常気象、天変地異の発生などによる収穫量の減少や人口増加によ

る逼迫、感染性疾病の流行等を原因とする輸出制限、地政学的リスクなどによる調達困難、穀物相場への投機資金

の流入による国際相場の混乱、急激な為替レートの変動、世界経済が不況に陥る影響による想定を超える仕入価格

の高騰などにより当社グループの収益性を低下させ業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(9) 販売先の与信管理および構造変化

当社グループでは債権保全に万全を期すべく、調査機関や業界情報の活用により日常的な情報収集や与信管理を

徹底し、債権回収不能の未然防止体制をとっておりますが、その取り組みの範囲を超えた事象が突発的に発生した

場合、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

さらに、新業態店舗やＣＶＳ店舗の増減、小売業の合併・統合などにより取引業態の構造変化や取引条件の変更

などが当社グループの収益性を低下させ、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(10) 情報システム障害等

当社グループは、経営に関する重要情報や個人に関する機密情報を保持しております。これらの情報システムの

運用については、コンピュータウイルス感染によるシステム障害やハッキングによる被害および外部への社内情報

の漏洩が生じないよう万全の対策を講じておりますが、当社や社員を狙った標的型攻撃メールや想定を超えた技術

による情報システムへの不正アクセス、コンピュータウイルスの感染などにより、情報システムに障害が発生する

リスクや、社内情報等が外部に漏洩するリスクがあり、こうした事態が発生した場合、当社グループの事業活動に

支障をきたすとともに、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(11) 海外での事業展開

当社グループは、海外への事業展開を図っておりますが、現地の政治的・経済的要因の変動、予期しえない法

律・規制などの改廃、感染性疾病の流行、地震等の自然災害の発生などにより生産工場の閉鎖や収益性が低下した

場合、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ(当社および連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以

下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

①経営成績の状況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型ウイルス感染症対策の規制緩和により社会経済活動の正常化が一段

と進み、景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、不安定な海外情勢や世界的な金融引き締めによ

る為替への影響等、先の見通せない状況が続きました。

　菓子・飲料・食品業界は、為替の円安進行と原材料・エネルギー価格の高止まりによる調達価格上昇に加え、実

質賃金が伸び悩む中、消費者の生活防衛意識の高まりに伴う根強い低価格志向への対応が求められました。

　このような状況下で、当社グループは食品製造企業として一貫して品質保証第一主義に徹し、安全で安心な実質

価値の高い商品の安定した供給と、多様化する消費スタイル、消費者ニーズにお応えしたサービスの提供など顧客

満足度の向上を目指した活動を推進してまいりました。具体的には、節約志向が継続する中で価格と付加価値が調

和した商品の開発や、時短・個食など様々な食シーンをターゲットにした商品展開を図るとともに、企画提案型の

営業活動と店頭フォローを積極的に行い、お客様の笑顔と満足につながる活動を推進しました。さらに、新たな価

値の提供を目指し、ＪＲ新潟駅の商業施設ＣｏＣｏＬｏ新潟に当社として初の常設店舗となるコンセプトショップ

「Ｕｎ ＢＯＵＲＢＯＮ（アン・ブルボン）」をオープンしました。

　その結果、競争激化の影響を受けた品目や原料供給制約の影響を受けた商品群があったものの、価格改定後の需

要喚起に努めたビスケット品目やチョコレート品目、キャンデー品目などが順調に推移したことから売上高は前期

を上回りました。

　利益面では、原材料価格の高騰や各種コストアップによる売上原価の上昇があったものの、生産性の向上ならび

にコストの削減、経費の効率的な使用などに継続的に取り組んだことに加え、売上高の伸張により営業利益は前期

を上回りました。また、円安進行により為替差益が大幅に上振れたことと、投資有価証券売却益を計上したことか

ら経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は前期を大きく上回りました。

（営業品目別の概況）

　菓子の合計売上高は、99,457百万円（対前期比106.7％）となりました。

　菓子では、ビスケット品目を中心として、豆菓子、キャンデー、デザート、米菓、スナック、チョコレートなど

の品目を展開しています。

　ビスケット品目は、玄米を練り込んだ抹茶味の「ザクザク玄米クッキー」や、チョコレート尽くしのサンドクッ

キー「ショコロワール」、クラッシュアーモンドをキャラメルフィリングと組み合わせて焼き上げたクッキー「ア

マンデール」を発売し市場の活性化を図りました。また、「贅沢ルマンド」シリーズで、宇治抹茶やエチオピアモ

カなどこだわりの原料を使用した商品を発売し付加価値を高めた品揃えの強化を図ったほか、「ルマンド」ブラン

ドとしてプロモーションに取り組み、認知の向上に努めました。「シルベーヌ」シリーズでは“ザッハトルテ”

や“ミゼラブル”などをモチーフとした期間限定商品を発売しご支持をいただきました。加えて、焦がしバター香

るひとくちサイズのケーキ「ちいさなフィナンシェ」を発売し、「ちいさなかすていら」とともにご支持をいただ

きました。さらには、季節に合わせた商品としてバナナ、いも・栗、ホワイト、いちご、抹茶などのフェア商品の

発売や、催事にあわせた商品展開を実施し売場の活性化に努めました。個食商品のバータイプスイーツ商品群や

「チョコあ～んぱん」シリーズ、お得感のあるファミリーサイズ商品群にもご支持をいただきました。

　キャンデー品目は、「キュービィロップ」に催事商品「キュービィロップ甘消しマジックキャンデー」を発売し

ブランド認知の向上を図りました。また、「フェットチーネグミ」シリーズでは、シャインマスカット味や楊枝甘

露(ヨンジーガムロ)味の発売による品揃え強化や、全国農業協同組合連合会とのコラボレーションによる付加価値

を高めた商品開発に取り組みました。

　チョコレート品目は、発売20周年を迎えた「アルフォートミニチョコレート」シリーズに、発酵バター香る「ア

ルフォートミニチョコレートサブレ」を新発売しました。また、バナナやマロンなどの季節商品ならびに「アルフ

ォートミニチョコレートくちどけホワイト」などのこだわりを加えた商品を展開しました。加えて、継続したプロ

モーションや消費者キャンペーンによるブランド強化と、店頭活動による売場活性化にも取り組みました。袋チョ

コレート商品群では、フリーズドライ苺を加えた一粒チョコレート「きゅんと濃苺」やラム酒の香りが広がるトリ

ュフチョコレート「ラム酒のトリュフ」を発売し、多彩な商品展開を行ったほか、「ひとくちルマンド」でリニュ

ーアルや期間限定商品を発売し活性化を図りました。そのほか、バッグサイズ商品群では、ポテトスナックにチョ

コレートをたっぷりかけたひとくちサイズの「じゃがチョコグランデミニ」を展開したことに加え、カリッとした

堅焼きのプレッツェルにチョコレートをコーティングした「プレッツェルショコラ」にもご好評をいただきまし

た。
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　菓子全体では、実質価値観が高く選ぶ楽しさをご提供する「プチ」シリーズなども順調に推移したことから、前

期を上回りました。

　飲料・食品・冷菓・その他の合計売上高は、4,260百万円（対前期比101.7％）となりました。

　飲料品目は、雪室で熟成させたコーヒー豆を使用したボトル缶コーヒー「雪室研ぎ澄ます珈琲」を発売し、特色

ある商品の展開を行いました。また、インバウンド需要の復調からラベルに人気キャラクターのデザインを取り入

れたミネラルウォーター商品群にもご支持をいただきました。

　食品品目は、「かんたんクッキング」シリーズで、アップルパイやあんバタートーストのような味わいを楽しめ

る新商品を発売し品揃えを強化すると同時に、「スライス生チョコレート」の拡販を図りシリーズ全体の活性化に

努めました。機能性食品群では、不足しがちな栄養素を補える「しっとりソフトクッキーカルシウム」や「しっと

りソフトクッキー鉄分」、３３種類の栄養素をバランスよく配合したバータイプの「ＭＩＴＡＳＥココア味」を発

売し健康志向に対応した品揃えの充実を図りました。

　冷菓品目は、「ルマンドアイス」で期間限定商品の展開や販売促進に努め、認知の向上を図りました。加えて、

「雪室ショコラアイス」などのカップタイプ商品、バータイプ商品の「やさしいココナッツミルクバー」を発売

し、品目全体の底上げを図りました。

　以上のような活性化に取り組んだものの、飲料・食品・冷菓品目全体では、既存品が伸び悩んだことから前期を

下回りました。

　その他では、通信販売事業は、季節や催事に合わせた企画商品やＥＣチャネル限定商品などの展開により活性化

を図り、リピーターの増加と継続的な販路拡大に取り組みました。

　自動販売機事業は、設置場所の改善や配送の効率化、自販機１台当たりの収益性向上に継続して取り組んだほ

か、新規開拓に努め売り上げの底上げを図りました。

　酒類販売事業は、限定醸造商品を発売したナショナルブランド商品の拡販に注力したことに加え、行動制限の緩

和に伴い飲食店ルート向け商品の需要が回復したほか、輸出商品が順調に推移しました。

　以上の営業活動により業績の向上に努めてまいりました結果、当連結会計年度の売上高は103,717百万円（対前期

比106.5％）、営業利益は3,810百万円（対前期比236.1％）、経常利益は4,283百万円（対前期比233.0％）、親会社

株主に帰属する当期純利益は3,071百万円（対前期比280.1％）となりました。

②財政状態の状況

（資産）

　当連結会計年度末における流動資産は45,478百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,062百万円増加となりま

した。これは主に、月末休日の影響による現金及び預金ならびに売掛金の増加と規格変更に伴う品目数の増加に

よる商品及び製品の増加があったことによるものです。固定資産は48,755百万円となり、前連結会計年度末に比

べ1,540百万円増加となりました。これは主に、設備投資に伴う有形固定資産の取得があったことによるもので

す。

　この結果、総資産は94,233百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,603百万円増加となりました。

（負債）

　当連結会計年度末における流動負債は28,963百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,407百万円増加となりま

した。これは主に、月末休日の影響による支払手形及び買掛金の増加と設備投資に伴う未払金の増加ならびに利

益増加に伴う未払法人税等の増加があったことによるものです。固定負債は8,836百万円となり、前連結会計年度

末に比べ698百万円減少となりました。これは主に、長期借入金の返済があったことによるものです。

　この結果、負債合計は37,799百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,709百万円増加となりました。

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産は56,434百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,893百万円増加となりまし

た。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上と剰余金の配当ならびにその他有価証券評価差額金の

増加があったことによるものです。

　この結果、自己資本比率は59.9％（前連結会計年度末61.1％）となりました。
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区分別

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

対前期比（％）

菓子（百万円） 121,504 106.2

飲料・食品・冷菓・その他（百万円） 3,618 86.6

合計（百万円） 125,122 105.5

区分別

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

対前期比（％）

菓子（百万円） 99,457 106.7

飲料・食品・冷菓・その他（百万円） 4,260 101.7

合計（百万円） 103,717 106.5

相手先

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

三菱食品株式会社 15,981 16.4 15,307 14.8

コンフェックス株式会社 11,420 11.7 12,883 12.4

株式会社山星屋 9,502 9.8 10,848 10.5

株式会社高山 9,707 10.0 10,789 10.4

③キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は19,575百万円となり、前連結会計年

度末に比べ3,392百万円増加となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は9,811百万円（前期2,117百万円の収入、対前期比463.3％）となりました。これ

は主に、税金等調整前当期純利益4,303百万円と減価償却費4,829百万円があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は5,295百万円（前期6,739百万円の支出、対前期比78.6％）となりました。これは

主に、有形固定資産の取得による支出5,349百万円があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は1,181百万円（前期3,970百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入金

の返済による支出310百万円および配当金の支払額636百万円があったことによるものです。

④生産、受注及び販売の実績

当社グループの事業は、食品製造企業として同一セグメントに属する、ビスケット類、米菓類等の菓子および飲料

食品等の食料品の製造・販売ならびにこれらの付随業務であり、単一セグメントであるため、生産、受注および販売

の実績につきましては、区分別に記載しております。

ａ．生産実績

（注）金額は販売価格によっております。

ｂ．受注実績

当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

ｃ．販売実績

（注）最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであり

ます。
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

ａ．財政状態及び経営成績の状況

　当社グループでは連結ＲＯＥを重要指標と捉えており、中長期的に10.0％を目標にしております。

当期の連結ＲＯＥは5.6％であり、今後も財務制策など経営の諸施策を推進し、連結ＲＯＥ向上に努めてまいりま

す。なお、当社の持続的成長に向けた資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するためにコミット

メントライン設定契約を締結し、財務基盤の強化に継続して取り組んでおります。

　また、「心と体の健康づくり」をテーマに、食を通じた健康づくりの提供のほか、文化・芸術活動やスポーツ、次

世代育成の支援活動にも取り組んでまいります。さらに、社会的にニーズが高まっている「健康」というテーマを新

しいビジネス・飛躍へのチャンスとして、持続可能な将来社会をデザインしていく健康増進総合支援企業として社会

への貢献を目指してまいります。

　当連結会計年度の売上高は103,717百万円、対前期比6,333百万円の増加となりました。なお、売上高の詳細につき

ましては、「４　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1) 経営成績等の状況の

概要」に記載のとおりであります。

　売上総利益は24,480百万円、対前期比2,516百万円の増加となりました。これは主に、原材料価格の高騰や各種コ

ストアップによる売上原価の上昇があったものの、売上高の伸張および生産性の向上に取り組んだことによるもので

す。

　営業利益は3,810百万円、対前期比2,196百万円の増加となりました。これは主に、売上総利益の増加によるもので

す。

　経常利益は4,283百万円、対前期比2,445百万円の増加となりました。これは主に、営業利益の増加によるもので

す。

　税金等調整前当期純利益は4,303百万円、対前期比2,525百万円の増加となりました。これは主に、経常利益の増加

によるものです。

　親会社株主に帰属する当期純利益は3,071百万円、対前期比1,974百万円の増加となりました。これは主に、税金等

調整前当期純利益と法人税、住民税及び事業税の増加によるものです。

ｂ．経営成績に重要な影響を与える要因

　菓子・飲料・食品業界は、為替の円安進行と原材料・エネルギー価格の高止まりによる調達価格上昇に加え、実質

賃金が伸び悩む中、消費者の生活防衛意識の高まりに伴う根強い低価格志向への対応が求められました。

　このような状況下で、当社グループは食品製造企業として一貫して品質保証第一主義に徹し、安全で安心な実質価

値の高い商品の安定した供給と、多様化する消費スタイル、消費者ニーズにお応えしたサービスの提供など顧客満足

度の向上を目指した活動を推進してまいりました。具体的には、節約志向が継続する中で価格と付加価値が調和した

商品の開発や、時短・個食など様々な食シーンをターゲットにした商品展開を図るとともに、企画提案型の営業活動

と店頭フォローを積極的に行い、お客様の笑顔と満足につながる活動を推進しました。さらに、新たな価値の提供を

目指し、ＪＲ新潟駅の商業施設ＣｏＣｏＬｏ新潟に当社として初の常設店舗となるコンセプトショップ「Ｕｎ ＢＯ

ＵＲＢＯＮ（アン・ブルボン）」をオープンしました。

- 19 -



第144期

2020年３月

第145期

2021年３月

第146期

2022年３月

第147期

2023年３月

第148期

2024年３月

自己資本比率（％） 61.1 64.1 63.4 61.1 59.9

時価ベースの自己資本比率（％） 53.0 67.1 64.9 58.6 61.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍） 0.2 0.1 0.0 2.4 0.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 381.6 1,554.0 1,669.7 249.0 703.3

②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

　当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「４　経営者による財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析　(1) 経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。また、運転資金および設備

資金につきましては、内部資金または借入および社債により資金調達することとしております。

　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

自己資本比率　　　　　　　　　　　：自己資本 ÷ 総資産

時価ベースの自己資本比率　　　　　：株式時価総額 ÷ 総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債 ÷ キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ　：キャッシュ・フロー ÷ 利払い

（注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

３．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。

４．キャッシュ・フローおよび利払いは連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャ

ッシュ・フロー」および「利息の支払額」を使用しております。

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。連結財務諸表の作成で採用する重要な会計方針等に掲げる項目には、過去の実績または最も合理的と判断さ

れる前提に基づき見積る部分もあり、将来の前提条件の変動などにより財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能

性があるものと考えております。

ａ．固定資産の減損

　当社グループは、固定資産の減損に係る回収可能性の評価にあたり、資産のグルーピングを商品部門別に行っ

ております。各商品部門の営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなった場合、投資決定時の事業計画と

実績数値に著しい乖離があった場合、工場閉鎖や設備除却の意思決定など回収可能価額を著しく低下させる変化

がある場合、経営環境が著しく悪化した場合に、減損の兆候を把握しております。

　減損の兆候が把握された商品部門については、各商品部門における事業計画に基づき将来キャッシュ・フロー

を見積り、割引前将来キャッシュ・フローの合計が、当該商品部門の固定資産の帳簿価額を下回る場合には、固

定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。回収可能価額は

正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額によっております。

　割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画において採用した主要な仮定は、売上高成長

率、売上原価率、物流費などであります。しかしながら、これらの仮定は市場環境の変化及び原材料、エネルギ

ーコストの価格変動や為替相場の変動などによって影響を受け、仮定の見直しが必要となる可能性があります。

このような場合には、翌連結会計年度の減損損失の認識の判定および測定される減損損失の金額に重要な影響を

及ぼす可能性があります。

ｂ．販売促進費の計上

　当社の販売促進費は確定した販売実績に基づいて計上しております。販売促進費等の支払額は、会社から卸売

業者への販売実績および卸売業者から小売業者への販売実績に基づき確定しますが、計算対象期間が決算日をま

たぐ場合や決算日時点で卸売業者から小売業者へ未販売の製品がある場合には、支払見込額を計上しておりま

す。見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる場合があります。

- 20 -



ｃ．退職給付に係る負債

　当社グループは退職一時金制度および確定拠出年金を採用しております。退職一時金制度の退職給付に係る負

債および退職給付費用は、数理計算上の仮定に基づき算出されています。これらの仮定には、割引率、退職率、

死亡率、昇給率等が含まれています。当社グループは、使用した数理計算上の仮定は妥当なものと判断しており

ますが、仮定自体の変更により、退職給付に係る負債および退職給付費用に影響を与える可能性があります。

　その他、会計上の見積りを必要とする繰延税金資産、貸倒引当金、棚卸資産の評価などについては、過去の実績や

当該事象の状況を勘案して、合理的と考えられる方法に基づき見積りおよび判断をしております。ただし、見積り特

有の不確実性があるため、実際の結果は異なる場合があります。

５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

６【研究開発活動】

(1) 研究開発の目的

当社グループは「安全・安心・安定および健康」をお客様にお届けすることを目指し「品質保証第一主義」に徹し

た活動を行っております。新しい時代のニーズや少子高齢化への対応、生活習慣病予防のための商品開発、新素材開

発の研究、おいしさと楽しさの追求、消費者ニーズや流通からの要請への迅速な対応、独創機械開発、新カテゴリー

の創造、エリアの拡大、新チャネルの流通開拓を目的としております。

(2) 研究開発の課題と成果

〇　研究分野

先端研究所では、健康増進総合支援企業を目指し、「食の健康科学」「再生医療」「ＩｏＴ推進・ＡＩ活用」に

焦点を当てた先端研究と事業開発を進めております。

食の健康科学の研究については、順天堂大学に共同研究講座「先進老化制御学講座」を設置し、ボイセンベリー

のヒトに対する有効性検証や抗老化に関連する食品素材の評価研究などを進めております。また、健康志向型食品

開発を支えるため、武蔵丘短期大学と共同研究を進め「グミによる炭水化物の継続摂取がゴルフパフォーマンス維

持効果への影響」および「エリートジュニアゴルファーのラウンド中の飲食品調査」について論文発表を行いまし

た。

再生医療領域の研究については、信州大学医学部との共同研究を継続しており、糖による細胞の増殖制御を応用

した細胞培養用の研究試薬「Ｘｙｌｔｅｃｈ™」シリーズの開発を進めております。新たにヒト間葉系幹細胞用の

アニマルフリー培養液の研究開発に取り組み、グループ会社にて2024年４月より販売開始しました。

ＩｏＴ推進、ＡＩ活用研究については、工場の製造現場における品質と生産性の向上を目的として、オープンソ

ースソフトウェアを用いた自社製のプログラムとシングルボードコンピュータを活用し、多様な製造現場に柔軟に

対応するシステムの研究開発に取り組んでおります。製造設備の状態や検査機器からの測定データを収集し、その

結果の可視化と設備の自動制御に取り組みました。また、プログラミング言語を用いて社内製のツールの開発に取

り組み、これら研究開発で得た技術と知見を基に社内勉強会を実施し業務改善やビッグデータ分析による新規利益

機会の発見に取り組みました。

○　新製品開発分野

製品開発部では「品質保証第一主義」を掲げ、“食”に対する安全、安心、安定を基に、お客様の健康と環境に

配慮した商品設計を行うよう開発を進めております。社会環境やライフスタイルの変化に伴い、多様化するお客様

のニーズにいち早く対応し、市場から求められる実質価値観の高い製品の開発に取り組みました。

独自の製造技術開発としては、昨年度、雪国新潟県の風土を活かし雪を利用した雪室を使った雪室熟成技術のカ

カオ豆を使った「雪室ショコラ」２品を開発しましたが、今年はさらに雪室熟成コーヒー豆を使用したボトル缶コ

ーヒー「雪室研ぎ澄ます珈琲」、雪室熟成カカオマスを練り込んだ「雪室ショコラアイス」を開発しました。

配合・組み合わせ技術として焼菓子とアーモンド、キャラメルフィリングを組み合わせることで新食感を付与し

た「アマンデール」を開発しました。アルフォートミニチョコレートでは今まで使用していない生地ベースのサブ

レを組み合わせて風味と食感に特化した「アルフォートミニチョコレートサブレ」やチョコレートの融点を変え口

どけにこだわった「くちどけホワイト」を開発しました。素材を多く配合した差別化商品としてフリーズドライい

ちごをたっぷり加えて小粒成型する技術により「きゅんと濃苺」、玄米素材を多く練り込んで成型し焼き上げた新

食感の「ザクザク玄米クッキー」を開発しました。
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素材開発の研究では、食べる順序により甘みが変わる素材を配合した「キュービィロップ甘消しマジックキャン

デー」や地方の名産品に特化した原料を配合した「フェットチーネグミ世界一りんご味」や「ふんわりバーム世界

一りんご味」、また、抹茶商品ではこだわり一番摘み抹茶を十分に味わえる配合技術を行い差別化を図りました。

機械化製造技術を活かして小型の型焼きケーキ「ちいさなフィナンシェ」を量産化しました。

新分野への取り組みとしては、冷菓で新たに健康に着目した棒付きアイスクリームの「やさしいココナッツミル

クバー」を開発しました。

健康食品の研究開発では、栄養補給に特化し33種類の栄養素をバランスよく配合したバータイプの焼菓子「ＭＩ

ＴＡＳＥココア味」、不足しがちな栄養素を補える「しっとりソフトクッキーカルシウム」「しっとりソフトクッ

キー鉄分」を開発しました。今後も健康素材に注目し開発を進めてまいります。

○　その他

設備開発管理部では、新製品のための新しい機械及び装置の研究・開発とその軌道化、基幹設備更新時の新しい

機構・機能の導入研究および機械開発とその軌道化、品質向上のための設備の根本的な見直しと研究・検証活動や

設備改善、安全・安心のための各種検査装置等の開発および導入検証、省人化・収益性改善のための設備開発など

に取り組みました。

マーケティング部では、営業活動を最適化・効率化できるツールや手法の構築を行うセールステック、得られた

販売情報を解析しお客様のニーズや販売戦略の検討を行うマーケティング、営業管理手法や作業効率の改善など、

営業活動における攻めおよび守りのＤＸを研究実践しております。

チャネル営業部では当社の新しい成長軸の開発・軌道化を目的に、新しい小売事業開発に取り組んでおります。

その一環として、ＪＲ新潟駅の商業施設「ＣｏＣｏＬｏ新潟」に、クラフトならではの特別な商品を楽しめる新し

いコンセプトショップ「Ｕｎ ＢＯＵＲＢＯＮ（アン・ブルボン）」をオープンしました。これまでに培ってきた

お菓子作りの技術を活かし「少量生産でしか実現できないクラフトならではの特別なおいしさもお客様にお届けし

たい」という想いを形にし、１つ上の品質、１つ上のおいしさを追求したひと味違う唯一ここだけのおいしさをお

届けします。また、複合食品自動販売機「プチモール」の設置活動に併せて、消費者のニーズの変化に対応した雑

貨自動販売機、流通企業様のオリジナル商品を販売するコラボレーション自動販売機等の販路拡大に努めました。

加えて、環境対策機能やエンターテイメント性など付帯機能を付けた自動販売機の実現に向け、継続的に試作検証

を行っております。

以上の結果、当連結会計年度の研究開発費は1,170百万円（対前期比104.7％）となりました。

(3) 研究開発の体制

当社グループでは、以下の部署において取り組んでおります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資の総額は、6,189百万円であり、ビスケット、半生、チョコレート、米菓を中心とした新

製品への設備投資、ビスケット、焼菓子、チョコレート、米菓、グミの主力商品への生産強化を目的とした設備投資、

生産ライン増強のための魚沼工場増築、既存商品の省人化、既存設備の更新や省エネルギーとＩｏＴ導入による収益性

改善および品質管理体制強化のための設備投資を図りました。

また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

なお、セグメント情報との関連は単一セグメントであるため記載しておりません。

2024年３月31日現在

事業所名

（所在地）

セグメント

の名称

設備の

内容

帳簿価額
従業

員数

（人）

建物及び

構築物

（百万円）

機械装置

及び運搬具

（百万円）

土地

（百万円）

（面積㎡）

リース資産

（百万円）

その他

（百万円）

合計

（百万円）

本社

（新潟県柏崎市）

食料品の

製造・販売
統括事務

2,621 144 105

(19,959.47)

[171.61]

249 61 3,181 370

〔18〕

試作センター

（新潟県柏崎市）

食料品の

製造・販売

商品研究

開発施設

70 0 89

(7,921.73)

4 2 167 100

〔7〕

統合研修センター

（新潟県柏崎市）

食料品の

製造・販売
研修施設

355 － 53

(3,964.69)

－ 0 409 －

賃貸設備
食料品の

製造・販売

菓子製造

設備等

190 121 495

(8,544.73)

－ 0 807 －

販売事業所
食料品の

製造・販売
販売業務

11 － － 1 5 18 394

〔174〕

柏崎工場

（新潟県柏崎市）

食料品の

製造・販売

菓子製造

設備

926 857 363

(48,085.51)

[14,892.31]

200 18 2,366 325

〔102〕

新潟工場

（新潟市西蒲区）

食料品の

製造・販売

菓子製造

設備

2,228 1,471 419

(63,162.15)

8 21 4,150 270

〔61〕

上越工場

（新潟県上越市）

食料品の

製造・販売

菓子製造

設備

1,850 2,181 777

(64,009.39)

2 34 4,846 404

〔103〕

長岡工場

（新潟県長岡市）

食料品の

製造・販売

菓子製造

設備

423 312 123

(35,104.74)

3 26 889 165

〔29〕

新潟南工場

（新潟市南区）

食料品の

製造・販売

菓子製造

設備

1,632 1,184 552

(60,090.17)

[5,406.78]

8 36 3,414 532

〔114〕

村上工場

（新潟県村上市）

食料品の

製造・販売

菓子製造

設備

466 773 405

(79,022.33)

2 21 1,668 501

〔62〕

新発田工場

（新潟県

新発田市）

食料品の

製造・販売

菓子製造

設備

2,861 2,565 1,130

(81,902.69)

3 57 6,618 359

〔35〕

五泉工場

（新潟県五泉市）

食料品の

製造・販売

菓子製造

設備

60 64 571

(72,466.44)

[2,656.39]

0 1 698 43

〔19〕

魚沼工場

（新潟県魚沼市）

食料品の

製造・販売

菓子製造

設備

2,760 1,991 685

(59,591.38)

2 54 5,493 37

鶴岡工場

（山形県鶴岡市）

食料品の

製造・販売

菓子・

飲料製造

設備

1,388 1,754 853

(98,153.55)

11 53 4,062 415

〔65〕

御代田工場

（長野県北佐久郡

　御代田町）

食料品の

製造・販売

菓子製造

設備

20 10 139

(9,650.92)

0 0 171 7

〔4〕

２【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

（注）１．帳簿価額には、建設仮勘定を含んでおりません。

２．連結会社以外への賃貸設備として、本社の土地に（3,268.21㎡）、柏崎工場の土地に（1,010.84㎡）が含まれ

ております。

３．上記中［　］は、連結会社以外からの賃借設備を外書しております。

４．上記中〔　〕は、臨時従業員数を外書しております。
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2024年３月31日現在

会社名

帳簿価額

建物及び
構築物

（百万円）

機械装置
及び運搬具
（百万円）

土地
（百万円）
（面積㎡）

リース資産
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

㈱レーマン 79 24 422
(2,604.52)

― ― 526

エチゴビール㈱ 111 96 72
(5,940.21)

― ― 280

2024年３月31日現在

会社名
事業所名

（所在地）

セグメント

の名称

設備の

内容

帳簿価額
従業

員数

（人）

建物及び

構築物

（百万円）

機械装置

及び運搬具

（百万円）

土地

（百万円）

（面積㎡）

リース資産

（百万円）

その他

（百万円）

合計

（百万円）

㈱レーマン

和光工場

（埼玉県

和光市）

食料品の

製造・

販売

菓子製造

設備

－ － －
(－)

7 2 9 46

〔40〕

エチゴ

ビール㈱

上堰工場

（新潟市

西蒲区）

食料品の

製造・

販売

酒類製造

設備

5 46 －
(－)

7 3 63 41

〔1〕

2024年３月31日現在

会社名
事業所名

（所在地）

セグメント

の名称

設備の

内容

帳簿価額
従業

員数

（人）

建物及び

構築物

（百万円）

機械装置

及び運搬具

（百万円）

土地

（百万円）

（面積㎡）

リース資産

（百万円）

その他

（百万円）

合計

（百万円）

波路梦

（長興）

食品

有限公司

中国工場

（浙江省

湖州市

長興県）

食料品の

製造・

販売

菓子製造

設備

7 83 －
(－)

[35,181.00]

－ 22 114 168

波路梦

（上海）

商貿

有限公司

販売事業所

（上海市

他）

食料品の

製造・

販売

販売業務

－ － －
(－)

－ 3 3 34

５．賃貸設備のうち国内子会社に賃貸している設備貸与先別の内訳は次のとおりであります。

６．現在休止中の主要な設備はありません。

(2) 国内子会社

（注）１．帳簿価額には、建設仮勘定を含んでおりません。

２．上記中〔　〕は、臨時従業員数を外書しております。

３．現在休止中の主要な設備はありません。

(3) 在外子会社

（注）１．帳簿価額には、建設仮勘定を含んでおりません。

２．上記中［　］は、連結会社以外からの賃借設備を外書しております。

会社名
事業所名

（所在地）

セグメント

の名称

設備の

内容

投資予定金額

資金調達方法 着手年月 完了予定年月総額

（百万円）

既支払額

（百万円）

提出会社
長岡工場

（新潟県長岡市）

食料品の製造・

販売

菓子製造

設備
1,498 102

自己資金

及び

借入金

2023年12月 2024年10月

３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2024年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2024年６月27日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 27,700,000 27,700,000
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数
100株

計 27,700,000 27,700,000 ――――― ―――

②【発行済株式】

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額

（百万円）

資本金
残高

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2009年12月16日（注） △637,586 27,700,000 ― 1,036 ― 52

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

（注）自己株式の消却による減少であります。

2024年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株） 単元未満
株式の
状況
（株）

政府及び
地方公共

団体
金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数（人） － 12 13 177 55 9 14,188 14,454 ―

所有株式数（単元） － 21,097 4,793 88,246 2,646 11 160,080 276,873 12,700

所有株式数の割合（％） － 7.62 1.73 31.87 0.96 0.00 57.82 100.00 ―

(5) 【所有者別状況】

（注）自己株式3,675,659株は、「個人その他」に36,756単元および「単元未満株式の状況」に59株を含めて記載してお

ります。
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2024年３月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（千株）

発行済株式（自己株
式を除く。）の総数
に対する所有株式数

の割合（％）

公益財団法人ブルボン

吉田記念財団
柏崎市諏訪町10番17号 2,612 10.87

吉田興産株式会社 柏崎市駅前二丁目３番51号 2,200 9.16

ブルボン柏湧共栄会 柏崎市駅前一丁目３番１号 1,768 7.36

株式会社第四北越銀行 新潟市中央区東堀前通七番町1071番地１ 1,181 4.92

吉田　康 柏崎市 1,173 4.88

北日本興産株式会社 柏崎市諏訪町10番17号 915 3.81

吉田　暁弘 柏崎市 888 3.70

吉田　和代 柏崎市 781 3.25

吉田　匡慶 柏崎市 701 2.92

吉田　篤司 柏崎市 680 2.83

計 ――――― 12,903 53.71

(6) 【大株主の状況】

（注）上記のほか、自己株式が3,675千株あります。

2024年３月31日現在

区分 株式数（株）
議決権の数

（個）
内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 3,675,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 24,011,700 240,117 －

単元未満株式 普通株式 12,700 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 27,700,000 － －

総株主の議決権 － 240,117 －

(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

2024年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合（％）

株式会社ブルボン 柏崎市駅前一丁目３番１号 3,675,600 － 3,675,600 13.27

計 ――――― 3,675,600 － 3,675,600 13.27

②【自己株式等】
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 46 102,810

当期間における取得自己株式 ― ―

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

（注）当期間における取得自己株式には、2024年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株

式は含まれておりません。

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、会社分割に
係る移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他（―） ― ― ― ―

保有自己株式数 3,675,659 ― 3,675,659 ―

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

（注）当期間における保有自己株式数には、2024年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取お

よび売渡による株式は含まれておりません。

決議年月日 配当金の総額 １株当たり配当額

2023年10月27日
324百万円 13.50円

取締役会決議

2024年６月27日
324百万円 13.50円

定時株主総会決議

３【配当政策】

当社は、永続的に安定した経営基盤の確保に努め、安定配当を継続することとし、中間配当と期末配当の年２回の剰

余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度の配当につきましては、中間配当を１株当たり普通配当13円50銭、期末配当を１株当たり普通配当13円50

銭、年27円の配当といたしました。

内部留保資金につきましては、同業他社との競争激化に対処し、コスト競争力を高めるための生産設備への投資や、

消費者ニーズに応える商品開発・技術開発および品質保証水準の向上などに投資してまいりたいと存じます。

当社は、「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定め

ております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社の経営理念である「利害相反する人を含め

て、集団の生存性を高める」を基にして、経営上の組織体制や仕組みを改革・整備することにより、21世紀に通用

するコーポレート・ガバナンスを充実し、経営の公正性と透明性の一層の向上を実現する施策を実施してまいりま

す。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役会設置会社であり、コーポレート・ガバナンスと内部統制体制図は以下のとおりであります。

取締役会は、本書提出日現在において「（２）役員の状況　①役員一覧」に記載の取締役（うち社外取締役５

名）で構成されており、議長は取締役社長 吉田康であります。随時開催可能な体制としており、機動的、かつ十

分な審議を行い、意思決定を行っております。また、すべての取締役会において監査役が出席し、必要に応じてコ

ンプライアンス等の問題点について、勧告を行っております。

監査役会は、本書提出日現在において「（２）役員の状況　①役員一覧」に記載の監査役（うち社外監査役２

名）で構成されております。随時開催可能な体制としており、取締役の職務執行ならびに当社グループの経営状況

を監査しております。
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経営諮問委員会は、本書提出日現在において「（２）役員の状況　①役員一覧」に記載の取締役である吉田康、

吉田匡慶、吉川実、浅野和男に加え、社外取締役５名、社外監査役２名の11名で構成されており、社外取締役の河

端和雄を議長としております。客観的・中立的立場で当社の経営計画、後継者群育成計画等を検討することを目的

としております。

役員人選検討委員会は、本書提出日現在において「（２）役員の状況　①役員一覧」に記載の取締役である吉田

康、吉田匡慶、吉川実に加え、社外取締役５名の８名で構成されており、互選により選出された者を議長としてお

ります。当社役員候補者を取締役会に推薦することを目的としています。

全社制策執行連絡会議は、代表取締役社長が議長を務めグループ会社も含め幅広く審議を行い、業務執行に関す

る基本事項および施策の実施、重要事項の報告、討議を行っております。

内部統制委員会は、常務取締役 中野隆を委員長とし、グループ内の業務執行上の損失のリスクの認識や、その

損失を最小限に留めるための組織的な対応等を目的としております。

上記を通じて経営の健全化と透明性を向上させるとともに、事業活動を通じて当社を取り巻く七媒体（消費者、

流通、国・県・市町村、株主、金融機関、取引先、従業員）との良好な関係の構築を図っております。

（注）「制策」は社内用語です。（以下、同じです。）

③　企業統治に関するその他の事項

ａ．内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムの整備の状況につきましては、当社グループの取締役および使用人が法令・定款を遵

守し、倫理を尊重する行動ができるように「コンプライアンス基本方針」「経営理念」および「行動規範・指

針」を定め、コンプライアンス推進の教育、研修の実施を行うとともに、法令の施行、改正情報などを調査し全

社制策執行連絡会議において報告することで、各部署への周知・徹底を図っております。そして、全ての取締役

および使用人は、行動規範の基本原則である法令を遵守し社会的倫理に則した企業活動を進めております。

また、健全な会社経営のため、反社会的勢力および団体とは取引関係その他一切の関わりを持たず、不当な要

求に対しては組織全体として毅然とした態度で対応いたします。

さらに、業務活動の改善提案およびコンプライアンスに関する疑問や違反行為等の通報のため、社外を含めた

複数の通報相談窓口「ヘルプライン」を設置するとともに、通報者の保護を徹底しております。

ｂ．リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制の整備の状況につきましては、業務執行に係る社会情勢の変化、販売および取引構造の

変化、品質保証関係、経済情勢等の変化、天変地異の災害・天候不順などの様々な損失のリスクを認識し、それ

らの危険の大小や発生の可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備するなど、損失のリスクを最小限にすべく組

織的な対応を図っております。

具体的には、内部統制委員会の指示のもと、個々のリスクごとに管理責任部署および責任者を定め体制を整え

るとともに、リスク管理規程に基づき、定期的に対応策の見直し、教育の実施、周知徹底を行っております。

また、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じ社外専

門家の弁護士、公認会計士、税理士などにも随時連絡・相談し迅速な対応を行い、損失を最小限に止める体制を

整備しております。

ｃ．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

グループ会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況につきましては、当社との連携・情報共有を保ち

つつ、自社の規模、事業の性質、機関の設計、その他会社の個性および特質を踏まえ当社準拠の内部統制システ

ムを整備しております。グループ会社の経営につきましては、当社関係部署の支援のもと、自主性を尊重しつ

つ、四半期ごとに当社取締役会にて経営状況についての報告を受けるとともに、全社制策執行連絡会議にて業務

執行報告を受けております。さらに、重要案件につきましては当社関係取締役を交え事前協議を行っておりま

す。

なお、主要なグループ会社につきましては、当社の監査役や内部監査局が定期的に監査を行い業務の適正を確

保する体制を整備しております。

ｄ．責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役および社外監査役は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定

める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役

が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
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ｅ．役員等との間で締結している補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

ｆ．役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は2021年11月、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し

ており、被保険者がその地位に基づき行った行為に起因し損害賠償請求がなされたことにより被る損害を当該保

険契約により填補し１年ごとに契約更新することとしております。

当該保険契約の被保険者は、当社および当社の子会社の取締役および監査役ならびに主要な業務執行者であ

り、その保険料を全額当社が負担しております。

当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

ｇ．取締役の定数

当社の取締役は17名以内とする旨を定款で定めております。

ｈ．取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨ならびに取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする

旨を定款に定めております。

ｉ．取締役会で決議することができる株主総会決議事項

イ．自己の株式の取得

当社は、機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決

議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

ロ．取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮することを可能とするため、会社法第426条第

１項の規定により同法第423条第１項の損害賠償責任について、取締役（取締役であった者を含む）および監

査役（監査役であった者を含む）が、善意でかつ重大な過失がない場合に取締役会の決議により、法令の定め

る限度において免除することができる旨を定款に定めております。

ハ．中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決

議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

ｊ．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会

における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものでありま

す。

ｋ．株式会社の支配に関する基本方針

当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値を高め、株主共同の

利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。

現時点では特別な方針は定めておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を

行ってまいります。
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氏名 開催回数（回） 出席回数（回）

吉田　　康 12 11

山﨑　幸治 12 12

浅野　和男 12 12

大竹　一弘 12 11

吉川　　実 12 12

吉田　匡慶 12 12

横田　　昇 12 12

諸橋　文弘 12 12

坂井　裕次 12 12

井手　規秀 12 12

中野　　隆 12 12

河端　和雄 12 12

佐々木　広介 12 12

尾関　幸美 12 10

櫻井　孝男 12 12

上杉　奈保美 12 12

④　取締役会等の活動状況

・取締役会の活動状況

当社は取締役会を基本毎月開催しておりますが、必要に応じて随時開催可能な体制としており、第148期におけ

る個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

取締役会における具体的な検討内容としては、取締役会規則に基づき、経営計画に関する事項や重要な財産の処

分および譲受け、支配人その他の重要な使用人の選任および解任など、またその他法令または定款に定める事項に

ついて決議するとともに、自社ブランディングや部門別採算、生産拠点構築、ダイバーシティ＆インクルージョン

（Ｄ＆Ｉ）についてなど幅広い項目について、審議を行っております。
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経営諮問委員会 役員人選検討委員会

氏名 開催回数（回） 出席回数（回） 開催回数（回） 出席回数（回）

吉田　　康 9 9 1 1

山﨑　幸治 9 9 1 1

浅野　和男 9 9 1 1

吉川　　実 6 6 ― ―

河端　和雄 9 9 1 1

佐々木　広介 9 9 1 1

尾関　幸美 9 7 1 1

櫻井　孝男 9 9 1 1

上杉　奈保美 9 9 1 1

川上　悦男 9 9 ― ―

今井　賢一郎 9 9 ― ―

・経営諮問委員会および役員人選検討委員会の活動状況

経営諮問委員会および役員人選検討委員会は不定期開催としており、第148期における個々の取締役の出席状況

については次のとおりであります。

具体的な検討内容としては、経営諮問委員会は客観的・中立的立場で当社の経営計画、後継者群育成計画等の検

討を行い、役員人選検討委員会は当社役員候補者の検討を行いました。

（注）当事業年度に開催された経営諮問委員会は全９回でありますが、吉川実氏は９月28日に就任いたしましたので、就

任日以降の開催回数および出席回数を記載しております。

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

（千株）

取締役社長

(代表取締役)
吉田　　康 1955年５月24日生

1979年４月 当社入社

1986年12月 当社第二製造企画部長

1987年２月 当社取締役第二製造企画部長

1989年７月 当社常務取締役

1990年２月 当社専務取締役

1992年10月 当社常務取締役

1996年１月 当社代表取締役社長（現）
　

（注）３ 1,173

専務取締役

（代表取締役）

経営企画研究本部長

吉田　匡慶 1981年12月22日生

2005年４月 日本アジア投資株式会社入社

2007年12月 日本アジア投資株式会社退社

2008年４月 株式会社北海道銀行入社

2014年９月 株式会社北海道銀行退社

2014年10月 当社入社

2017年３月 当社製造管理部製造業務推進課長

2018年３月 当社製造管理部次長

2019年３月 当社統合企画部部長代理

2020年３月 当社統合企画部長

2021年３月 当社デジタル推進部長

2022年６月 当社取締役統合企画部長兼デジタル推進部長

2023年６月 当社常務取締役統合企画部長

2024年６月 当社代表取締役専務（現）
　

（注）３ 701

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　19名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　9.5％）
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

（千株）

専務取締役

（代表取締役）

製造保証本部長

吉川　　実 1960年10月28日生

1983年４月 当社入社

2005年２月 当社製品開発部製品開発二課長

2007年３月 当社品質保証部次長兼製造監査課長

2010年３月 当社品質保証部部長代理兼製造監査課長

2012年３月 当社品質保証部長

2012年６月 当社取締役品質保証部長

2016年３月 波路梦（長興）食品有限公司副董事長（現）

2020年６月 当社常務取締役品質保証部長

2022年３月 当社常務取締役

2024年６月 当社代表取締役専務（現）
　

（注）３ 2

常務取締役

開発開拓本部長
井手　規秀 1973年12月12日生

1996年４月 当社入社

2003年11月 当社大分出張所所長代理

2008年３月 当社西日本営業部地域営業二課課長代理

2010年３月 当社西日本営業部営業二課長

2016年３月 当社西日本営業部次長兼営業二課長

2017年３月 当社西日本営業部部長代理

2018年３月 当社西日本営業部長

2018年６月 当社取締役西日本営業部長

2019年４月 当社取締役東日本営業部長兼西日本営業部長

2020年３月 当社取締役エリア営業部長

2023年３月 当社取締役マーケティング部長兼エリア営業部
長

2023年６月 当社取締役営業戦略統括部長兼マーケティング
部長

2024年３月 波路梦（上海）商貿有限公司副董事長（現）

2024年６月 当社常務取締役（現）
　

（注）３ 0

常務取締役

国内経営計画

推進担当

浅野　和男 1951年９月５日生

1975年４月 当社入社

1996年４月 当社製造企画部次長

1999年３月 当社第二製造企画部次長

2000年８月 当社品質保証部次長

2004年５月 当社品質保証部長

2004年６月 当社取締役品質保証部長

2007年６月 当社常務取締役品質保証部長

2009年６月 波路梦（長興）食品有限公司董事長
2010年６月 波路梦（上海）商貿有限公司董事長
2012年３月 当社常務取締役
2014年３月
2021年３月

波路梦（長興）食品有限公司副董事長
当社常務取締役統合企画部長

2022年６月 当社常務取締役（現）
　

（注）３ 6

常務取締役

国際経営計画

推進担当

大竹　一弘 1953年４月12日生

1977年４月 当社入社

1994年５月 当社販売計測部長兼総務部庶務課長

1994年６月 当社取締役販売計測部長兼総務部庶務課長

1996年４月 当社取締役販売企画部長

2000年11月 当社取締役第三営業部長兼営業管理部長

2002年３月 当社取締役営業管理部長

2004年３月 当社取締役西日本営業部長

2009年３月 当社取締役西日本営業部長兼業務用販売部長

2014年３月 波路梦（長興）食品有限公司副董事長兼総経理

2014年３月 波路梦（上海）商貿有限公司副董事長兼総経理

2014年５月 当社取締役西日本営業部長

2014年６月 当社取締役営業部長

2015年６月 当社取締役中国事業部長

2017年３月 波路梦（長興）食品有限公司董事長（現）

2017年３月 波路梦（上海）商貿有限公司董事長（現）

2017年３月 当社取締役国際営業部長

2017年５月 当社常務取締役国際営業部長

2024年４月 当社常務取締役（現）
　

（注）３ 8
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

（千株）

常務取締役

人智財本部長
中野　　隆 1967年１月１日生

1987年３月 当社入社

2004年３月 北日本豊浦食品株式会社豊浦工場長

2007年１月 当社本社工場長

2010年３月 株式会社レーマン和光工場長

2015年３月 当社上越工場長

2019年４月 当社総務推進部部長代理

2019年６月 当社取締役総務推進部長

2024年６月 当社常務取締役（現）
　

（注）３ 0

取締役

製造保証本部

設備開発管理部長

諸橋　文弘 1962年11月３日生

1983年４月 当社入社

2001年５月 北日本羽黒食品株式会社羽黒工場工務管理課
課長代理

2004年５月 北日本五泉食品株式会社五泉工場長

2007年１月 当社製造管理部次長兼工務管理二課長

2014年５月 当社施設管理部次長兼建築課長

2015年５月 北日本羽黒食品株式会社代表取締役社長

2016年３月 当社施設管理部部長代理

2018年５月 当社施設管理部長

2018年６月 当社取締役施設管理部長

2020年３月 当社取締役設備開発管理部長（現）
　

（注）３ 1

取締役

開発開拓本部

製品開発統括部長

坂井　裕次 1971年11月21日生

1995年４月 当社入社

2007年３月 当社製品開発部製品開発六課課長代理

2009年３月 当社製品開発部製品開発十課長

2012年３月 当社製品開発部次長兼海外製品開発課長

2017年３月 当社第一製品開発部部長代理

2018年３月 当社第二製品開発部長

2018年６月 当社取締役第二製品開発部長

2019年３月 当社取締役第一製品開発部長

2021年３月 当社取締役第二製品開発部長兼第三製品開発部
長

2023年６月 当社取締役製品開発統括部長兼第三製品開発部
長

2024年４月 当社取締役製品開発統括部長（現）
　

（注）３ 0

取締役

人智財本部

人事企画部長

横田　　昇 1961年３月24日生

1979年３月 当社入社

2003年６月 当社製造管理部労務管理課課長代理

2011年５月 当社人事企画部次長兼労務企画課長

2015年６月 当社人事企画部長兼安全衛生管理室室長代理

2017年３月 当社人事企画部長

2017年６月 当社取締役人事企画部長（現）
　

（注）３ 0

取締役

人智財本部

財務管理部長

間島　孝弘 1974年12月16日生

1997年３月 学校法人新潟総合学院入社

2009年３月 学校法人新潟総合学院退社

2009年４月 株式会社日本フードリンク入社

2011年１月 株式会社日本フードリンク退社

2011年２月 当社入社

2018年３月 当社財務管理部会計管理課課長代理

2020年３月 当社財務管理部会計管理課長

2021年３月 当社財務管理部次長

2023年３月 当社財務管理部長

2024年６月 当社取締役財務管理部長（現）
　

（注）３ －

取締役

製造保証本部

製造管理部長

小林　　修 1965年２月19日生

1987年３月 当社入社

2007年１月 北日本月潟食品株式会社月潟工場長

2010年３月 当社村上工場長

2012年３月 当社製品開発部次長

2017年３月 当社製造管理部部長代理

2018年５月 当社製造管理部長

2018年６月 当社取締役製造管理部長

2020年６月 当社製造管理部長

2024年３月 波路梦（長興）食品有限公司副董事長（現）

2024年６月 当社取締役製造管理部長（現）
　

（注）３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

（千株）

社外取締役

非常勤
河端　和雄 1947年９月21日生

1973年４月 住友商事株式会社入社

1997年４月 住友商事株式会社油脂部長

2002年12月 住友商事株式会社油脂部長兼株式会社Ｊオイル
ミルズ取締役

2004年６月 住友商事株式会社退社

2004年６月 株式会社Ｊオイルミルズ取締役常務執行役員

2007年６月 株式会社Ｊオイルミルズ代表取締役専務執行役
員兼豊年リーバ株式会社代表取締役社長

2010年６月 株式会社Ｊオイルミルズ代表取締役副社長就任

2012年６月 株式会社Ｊオイルミルズ特別顧問就任

2014年６月 株式会社Ｊオイルミルズ特別顧問退任

2016年６月 当社社外取締役（現）
　

（注）３ －

社外取締役

非常勤
佐々木　広介 1955年12月１日生

1978年４月 株式会社第四銀行入行

2006年６月 株式会社第四銀行取締役総合企画部長

2009年６月 株式会社第四銀行常務取締役長岡ブロック営業
本部長

2011年６月 株式会社第四銀行常務取締役事務本部長

2013年６月 株式会社第四銀行専務取締役（代表取締役）

2016年６月 株式会社第四銀行代表取締役副頭取

2018年６月 株式会社第四銀行代表取締役副頭取退任

2018年６月 第四リース株式会社代表取締役会長

2019年６月
2020年６月
2020年６月

当社社外取締役（現）
第四リース株式会社代表取締役会長退任
一般社団法人健康ビジネス協議会代表理事会長
代行（現）

　

（注）３ －

社外取締役

非常勤
尾関　幸美 1970年９月13日生

1999年４月 長崎大学経済学部総合経済学科専任講師

2000年８月 ミシガン大学ロースクール客員研究員

2004年４月 駒澤大学法学部法律学科准教授

2010年４月 成蹊大学法科大学院教授

2015年９月 カリフォルニア州立大学バークレー校ロースク
ール客員研究員

2016年６月 三井不動産株式会社社外監査役

2017年４月 横浜市入札等監視委員会委員

2019年６月 当社社外取締役（現）

2020年３月 横浜市入札等監視委員会委員退任

2021年４月 中央大学大学院法務研究科教授（現）

2024年６月 三井不動産株式会社社外監査役退任
　

（注）３ －

社外取締役

非常勤
櫻井　孝男 1955年11月２日生

1982年４月 味の素株式会社入社

2005年７月 味の素株式会社本社化成品部長

2009年６月 味の素株式会社執行役員化成品部長

2011年７月 味の素株式会社執行役員オムニ班長

2012年７月 味の素株式会社執行役員製薬カスタムサービス
部長

2013年６月 味の素ファインテクノ株式会社代表取締役社長

2017年６月 味の素ファインテクノ株式会社取締役会長

2019年６月 味の素ファインテクノ株式会社取締役会長退任

2021年６月 当社社外取締役（現）
　

（注）３ －

社外取締役

非常勤
上杉　奈保美 1964年８月５日生

1988年４月 ライオン株式会社入社

1999年４月 ライオン株式会社ビューティケア事業部ブラン
ドマネージャー

2003年９月 ライオン株式会社退社

2003年10月 株式会社ファンケル入社

2004年５月 株式会社ファンケル退社

2004年６月 日本アムウェイ合同会社入社パーソナルケアブ
ランドマーケティング部シニアマネージャー

2010年10月 日本アムウェイ合同会社ビューティブランド・
プロダクトマーケティング部長

2012年９月 日本アムウェイ合同会社退社

2014年２月 王子ネピア株式会社入社パーソナルケア・イノ
ベーションセンター長

2015年４月 王子ネピア株式会社取締役　同センター長

2020年３月 王子ネピア株式会社取締役　同センター長退任

2021年６月 当社社外取締役（現）

2022年４月 ともにマーケティング株式会社代表取締役社長
（現）

　

（注）３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

（千株）

常勤監査役 佐藤　一也 1956年７月２日生

1979年４月 当社入社

1997年３月 当社第一営業部営業二課長

2001年12月 当社第一営業部食品営業課長

2004年３月 当社西日本営業部次長兼
量販二課長兼地域営業二課長

2005年２月 当社企画部部長代理

2006年７月 当社直販営業部部長代理

2008年２月 株式会社ＢＦＥＧ代表取締役社長

2011年10月 当社広域営業部部長代理

2014年５月 当社広域営業部長

2019年４月 当社開発開拓本部部長

2019年６月 当社常勤監査役（現）
　

（注）４ 3

常勤監査役 日浦　安夫 1957年３月２日生

1975年３月 当社入社

2002年11月 北日本和島食品株式会社和島工場長代理

2004年３月 北日本和島食品株式会社和島工場長

2011年６月 当社上越工場長

2013年３月 当社製造管理部製造管理課長

2016年３月 当社製造管理部次長

2022年３月 当社製造管理部製造管理課

2024年６月 当社常勤監査役（現）
　

（注）５ －

社外監査役

非常勤
川上　悦男 1946年11月９日生

1965年４月 関東信越国税局入局

1999年７月 伊勢崎税務署長

2005年７月 宇都宮税務署長

2006年９月 川上悦男税理士事務所開業（現）

2012年６月 当社社外監査役（現）
　

（注）５ 2

社外監査役

非常勤
今井　賢一郎 1960年１月24日生

1983年４月 日本鋼管株式会社入社

2006年４月 JFEスチール株式会社輸出営業部輸出企画室長

2006年11月 JFEスチール株式会社物流統括部輸出出荷室長

2008年４月 JFEコンテイナー株式会社総務部長兼内部監査
室長

2012年６月 JFEコンテイナー株式会社総務部長兼内部監査
室長兼海外事業推進部長

2017年６月 JFEコンテイナー株式会社常勤監査役

2023年４月 JFEコンテイナー株式会社常勤監査役退任

2023年４月 JFEコンテイナー株式会社顧問（現）

2023年６月 当社社外監査役（現）
　

（注）４ －

計 1,902

（注）１．社外取締役 河端和雄、佐々木広介、尾関幸美、櫻井孝男および上杉奈保美の５氏は、会社法第２条第15号に

定める社外取締役であります。

２．社外監査役 川上悦男および今井賢一郎の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．2024年６月27日開催の定時株主総会選任後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであ

ります。

４．2023年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会の終結の時までであります。

５．2024年６月27日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会の終結の時までであります。

６．当社は、取締役会の意思決定の迅速化および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図ることを目的

として執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、井手規秀、浅野和男、大竹一弘、中野隆、設備

開発管理部長 諸橋文弘、製品開発統括部長 坂井裕次、人事企画部長 横田昇、財務管理部長 間島孝弘、製造

管理部長 小林修、業務推進管理部長 稲田浩、チャネル営業部長 岩田浩平、第一製品開発部長 新飯田一明、

先端研究所長 室橋直人、エリア営業部長兼マーケティング部長 髙橋久宜、品質保証局長 佐藤正人、第二製

品開発部長 佐々木重和で構成されております。
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氏名 生年月日 略歴

所有

株式数

（千株）

島宗　隆一 1955年８月16日生

1978年４月 関東信越国税局入職

2009年７月 小千谷税務署長

2015年７月 関東信越国税局調査査察部長

2016年７月 関東信越国税局退職

2016年９月 島宗隆一税理士事務所開業

2017年10月 税理士法人齋藤・島宗会計代表社員税理士（現）

2019年６月 日本精機株式会社社外取締役　監査等委員

2019年６月 田辺工業株式会社社外監査役（現）

2023年６月 日本精機株式会社社外取締役　監査等委員退任

―

７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役

１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）１．島宗隆一氏は、社外監査役候補者の要件を満たしております。

２．当社は島宗隆一氏が監査役に就任された場合には、社外監査役として当社との間で会社法第427条第

１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社

法第425条第１項各号の合計額となります。

②　社外役員の状況

当社の取締役は17名で、会社法第２条第15号に定める社外取締役を５名選任しております。監査役は４名で、常

勤監査役２名および会社法第２条第16号に定める社外監査役２名であります。社外取締役５名と、社外監査役２名

は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。

社外取締役河端和雄氏は、長年にわたる総合商社での世界の食糧事情や国際間戦略にも精通した経験や、製油業

界３社による経営統合・再編を主導し、設立会社の取締役に就任してから10年間再建に携わる等、企業経営に関す

る幅広い見識を有しており、それらに基づく有益なご意見や率直なご指摘を当社経営意思決定の健全性の確保・経

営監督の強化に活かしていただくため、社外取締役に就任しております。佐々木広介氏は、一般社団法人健康ビジ

ネス協議会の代表理事会長代行を務めており、当社は同法人と取引関係がありますが、当社の独立性判断基準の要

件を満たしております。長年にわたる金融機関での豊富な経験に加え、国内外の経済政策に精通し幅広い見識を有

しており、これらの知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、

適正性を確保するための助言・提言をいただくため、社外取締役に就任しております。尾関幸美氏は、三井不動産

株式会社の社外監査役を2024年６月まで務めており、当社は同社と取引関係がありません。会社法務に関する専門

的な知識と大学における豊富な経験に基づき、当社が持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すにあた

り適切な助言・提言を行い、コーポレート・ガバナンスの実務における知見を活かし、当社のステークホルダーの

皆様のご意見を取締役会に反映していただくため、社外取締役に就任しております。櫻井孝男氏は、食品メーカー

において研究職・海外営業・事業統括の経験の後、会社経営に携わり電子材料・化粧品・化学品・医薬品製造受託

等を担当し、執行役員および複数のグループ関係会社の代表取締役・社外取締役の業務を通じ、食品を含めたグル

ープ全体の経営に関与してきた経験を有しております。これら豊富な経験と高い見識を当社の企業価値向上に活か

し、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をいただくため、

社外取締役に就任しております。上杉奈保美氏は、ともにマーケティング株式会社の代表取締役を務めております

が、当社と同社は取引関係がありません。日用品消費財メーカー（化粧品、日用品）においてマーケティングと商

品開発に携わってきました。また、企業におけるダイバーシティの推進役として社員の育児と仕事の両立に関する

支援策の普及にも携わってきた経験を有しております。これら豊富な経験と高い見識を当社の企業価値の向上や企

業文化の改革に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提

言をいただくため、社外取締役に就任しております。

　社外監査役川上悦男氏は、税理士であり、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社

が持続的な企業価値の向上を目指すため、社外監査役として就任しております。なお、同氏は、当社の株式2,500

株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害

関係はありません。今井賢一郎氏は、JFEコンテイナー株式会社の顧問を務めており、当社は同社と取引関係があ

りません。鉄鋼業界において、総務部等で長期にわたり管理職役員を務め、また、海外事業会社での勤務も経験さ

れ、JFEコンテイナー株式会社の常勤監査役を務めた経験を有しております。幅広い見識を有しており、経営全般

について適宜有益な助言・提言をいただき、持続的な企業価値の向上を目指すため、社外監査役に就任しておりま

す。

- 37 -



当社と社外取締役および社外監査役は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める

最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任

の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

当社は、当社における社外取締役および社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます）を独立役員として

認定基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を制定しております。

「社外役員の独立性判断基準」

以下のａ．またはｂ．に掲げる者に該当しないこと

ａ．現在または最近において、当社グループの主要な取引先または当社グループを主要な取引先とする企業等の

業務執行者に該当する者

ｂ．現在または最近において、当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える額の金銭その他の財産

を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体

である場合は、当該団体に所属する者）に該当する者

※ 主要な取引先とは、当社グループとの取引において、直近の事業年度における当社グループの売上高または

仕入高が、直近の事業年度における当社グループまたは取引先グループの年間連結売上高の２％または１億

円のいずれか高い方の額を超える取引先、当社グループが借入を行っている金融機関グループであって、直

前事業年度末における当社グループの借入額が当社グループの連結総資産の２％を超える借入先をいう。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

社外取締役については、専任のスタッフはおいておりませんが、その職務を円滑に遂行できるよう、取締役会事

務局および総務部門が、必要に応じて事前の資料配布や会議結果の議事録の送付等、取締役相互間の情報共有のた

めの補助的業務を行っております。社外取締役は毎月開催される取締役会への出席等を通して財務諸表等の報告を

受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。社外監査

役については、監査役の職務を補助すべく設置されたスタッフが社外監査役の業務を円滑に遂行できるように補助

的業務を行っております。社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制および監査の方法

ならびに国内外のグループ会社などの内部統制状況について、定期的に説明を受けております。また、社外監査役

は監査役会および取締役会への出席ならびに会計監査人からの報告を通して、直接または間接に、会計監査および

内部監査状況の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。

（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

監査役会における監査役は総員４名で、内訳は社内常勤の監査役２名と、非常勤の社外監査役２名であります。

社内常勤監査役佐藤一也氏は入社以来、長年にわたる営業所および本社での営業経験から幅広い知見を有しており

ます。社内常勤監査役日浦安夫氏は入社以来、工場および本社での製造管理業務に携わり長年の経験と知見を有し

ております。社外監査役川上悦男氏は税理士事務所を経営しており企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見

識を有しております。社外監査役今井賢一郎氏は、鉄鋼業界において管理職役員、海外事業会社での勤務、常勤監

査役を務めた豊富な経験から幅広い見識を有しております。

監査役の監査活動につきましては、監査役監査基準に準じ監査役会において監査方針・監査計画・役割分担の策

定、監査報告書の作成、会計監査人の選定、会計監査人の報酬、取締役会の議案等について情報を共有し、各監査

役に意見を求め審議を行っております。具体的には取締役会へ出席し、必要に応じ意見・提言を行うとともに、取

締役の業務執行監査として主要グループ会社、生産工場、営業所等への監査を実施し、食品ロス削減等の課題も含

んだ監査所見・提言を行っております。また代表取締役等との定期的に開催した協議会の中で、情報の提供や提言

を行いました。常勤監査役は、他に全社制策執行連絡会議等の重要会議への出席、部門監査、主な稟議書その他業

務執行に関する重要な文書の閲覧を行い、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。

会計監査人とは年次の監査計画および監査方針のすり合わせや、四半期・期末の決算毎に会計監査指摘事項・会

計監査報告等について、より詳細な説明や意見交換による監査品質向上への取り組みも実施しております。加え

て、監査上の主要な検討事項について協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じ

て説明を求めました。
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氏名 出席回数（回） 出席率（％）

植木　敏彦 13 100

佐藤　一也 13 100

川上　悦男 13 100

今井　賢一郎 7 100

当事業年度における個々の監査役の監査役会出席状況については次のとおりであります。

（注）当事業年度に開催された監査役会は全13回でありますが、今井賢一郎氏は第147期定時株主総会において選

任され、就任いたしましたので、監査役会の出席率は、就任日である2023年６月29日から2024年３月31日ま

での期間における監査役会開催回数７回を基に算出しております。

②　内部監査の状況

　当社における内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査局が担当しています。監査を通じて社内活動全般にわた

る運営・管理体制の妥当性や業務の有効性を評価し、改善提案や効率化の助言等を行うことで企業集団の目標の達成

に貢献することを目的に設置されています。

ａ．内部監査の組織、人員および手続

内部監査局は３名で構成されています。内部統制監査規程および監査計画に基づき監査を実施し、当社グループ

の制度・組織・諸規程が適正・妥当であるか、業務が法令、定款および社内諸規程に準拠して適正・妥当かつ合理

的に行われているか等の調査・確認を行っております。また、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性に係る内

部統制の有効性の評価も実施しております。

ｂ．監査の実効性を確保する取り組み

内部監査局は組織上、業務執行部門から独立した部署として客観的立場から監査を実施しております。監査結果

については代表取締役、関係取締役および監査役会へ報告を行い、監査の遂行上必要な場合には取締役会への出

席・報告が認められております。その他、取締役や常勤監査役が出席する全社制策執行連絡会議において監査報告

を行い、内部統制委員会では全社的なリスクや内部統制に関する提言を行うなど、監査の実効性の確保に取り組ん

でおります。

ｃ．監査役監査との連携について

常勤監査役とは月次ミーティングを開催しリスクや課題等に関する情報の共有を図っております。また、監査役

会へは定期的に監査報告を行うほか、内部監査局員１名が監査役会事務室の業務を兼任する等、相互連携が円滑に

図れる体制を整備しております。

ｄ．会計監査との連携について

会計監査人とは財務報告の信頼性に係る内部統制の整備・運用状況について定期的に意見交換を行い、財務報告

上のリスクについての情報の共有を図っております。
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③　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

ｂ．継続監査期間

17年間

ｃ．業務を執行した公認会計士

田尻　慶太（継続監査期間　３会計期間）

丸田　力也（継続監査期間　５会計期間）

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他13名であります。

ｅ．監査法人の選定方針と理由

監査法人が独立性および必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施でき

る相応の規模を持ち、監査体制が整備されていること、監査範囲および監査スケジュール等具体的な監査計画な

らびに監査費用が合理的かつ妥当であることから、適任と判断しております。

監査役会は、監査役会が定めた監査役監査基準第33条に基づき、会計監査人の職務の執行に支障があると判断

した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該

決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、

監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役

は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。

ｆ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けてお

り、その概要は以下のとおりであります。

・処分対象

太陽有限責任監査法人

・処分内容

契約の新規の締結に関する業務の停止　３ヶ月（2024年１月１日から同年３月31日まで。ただし、すでに監

査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除

く。）

・処分理由

他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である２名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重

大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。

当社は太陽有限責任監査法人より同法人の体制や業務改善計画等について説明を受け、同法人の独立性、品質

管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度、過年度の当社への実績等を評価した

うえで、監査法人の監査活動内容を監査役会で制定した「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、監査役会

が適切性・妥当性を評価した結果、品質管理水準において、それらを充分に満たしていると判断いたしました。
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区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬
（百万円）

非監査業務に
基づく報酬
（百万円）

監査証明業務に
基づく報酬
（百万円）

非監査業務に
基づく報酬
（百万円）

提出会社 35 － 35 －

連結子会社 － － － －

計 35 － 35 －

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬
（百万円）

非監査業務に
基づく報酬
（百万円）

監査証明業務に
基づく報酬
（百万円）

非監査業務に
基づく報酬
（百万円）

提出会社 － － － －

連結子会社 4 2 4 1

計 4 2 4 1

④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約を締結しており、それに基

づき報酬を支払っております。

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワーク（Grant Thornton International Ltd）に対する報酬（ａ．を除く）

連結子会社は監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織との間で監査契約を締結しており、それに

基づき報酬を支払っております。なお、前連結会計年度および当連結会計年度において、連結子会社は監査公認

会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して、非監査業務である、会計・税務等に関する助言・指導等

の業務を委託し対価を支払っております。

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ｄ．監査報酬の決定方針

監査報酬の決定方針は特段定めておりませんが、監査公認会計士等の独立性を損なわないことを前提に、監査

公認会計士等からの見積額に対して、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案して、監査役会の同意を得た

上で決定しております。

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は社内関係部署や会計監査人から必要資料の入手や説明を踏まえ、監査項目別監査時間および監査報

酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を勘案し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積り等の妥

当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意の判断をいたしました。

（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2021年2月24日開催取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を「役員報酬規

程」として決議しており、取締役の報酬等については、株主総会の決議による報酬総額の限度内において会社業

績、経済情勢等を考慮し、「役員報酬規程」に定める方針および支給基準に基づいて取締役会において決定するも

のとしております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法お

よび決定された報酬等の内容が当該「役員報酬規程」と整合していることを確認しており、決定方針に沿うもので

あると判断しております。

監査役４名の報酬について、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、監査役の協議により決定してお

ります。

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年６月26日であり、取締役の報酬限度額は年額240百

万円以内（うち社外取締役分50百万円以内、また、使用人分給与は含まない）、監査役の報酬限度額は年額50百万

円以内と決議いただいております。
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役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（人）固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金
左記のうち、

非金銭報酬等

取締役
（社外取締役を除く。）

128 128 － － － 11

監査役
（社外監査役を除く。）

17 17 － － － 2

社外役員 49 47 － 1 － 9

総額（百万円） 対象となる役員の員数（人） 内容

57 6 使用人分としての給与であります。

役員報酬規程の内容の概要については以下のとおりです。

ａ．報酬等に関する方針

　・経営の透明性・公正性、報酬の妥当性を確保し、企業価値向上と持続的な成長を通じて、経営意識を高める

ものであること。

　・株主総会で承認された報酬総枠の中で、役位間、従業員、同業他社、地域水準等と比較して、バランスに配

慮したものであること。

　・取締役の報酬については、本規程に基づき報酬等に関する方針および内容について取締役会において決定す

る。なお、取締役会が取締役社長に決定を一任したときは、本規程に定める基準に基づき取締役社長がこれ

を決定する。

ｂ．常勤取締役の報酬支給基準

　・常勤取締役の報酬は従業員給与の最高額を基準とし、その役職位に応じて倍率範囲を定め、基準に乗じて算

出する。

②　取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当事業年度の取締役会において、代表取締役社長吉田康氏に対し各取締役の報酬の額の決定を一任いたしまし

た。一任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長

が適していると判断したためであります。

③　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

④　使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である株式投資と純投資目的以外の目的である株式投資の区分について、短期的

な利益獲得目的や、運用による中長期的な利益獲得を目的とした株式投資を純投資目的とし、株主としての権利獲

得、提携または協力関係の構築、および株式の相互持合い等を通して会社の中長期的経営に貢献することを目的と

した株式投資を純投資目的以外の株式投資としています。

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内

容

当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築・強化等の観点および当社の企業価値向上に資すると判

断する場合、当該取引先等の株式を取得し保有することができるものとしております。保有の適否については、

担当取締役が毎期末、銘柄ごとに当社の成長への必要性、便益や資本コストに見合っているかの精査を行い、取

締役会に報告し検討しております。また、取引先において重大な法令違反、定款違反、不正の発覚等、継続保有

に疑義が生じた場合は、その都度売却を検討するものとしています。
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銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 19 50

非上場株式以外の株式 33 2,452

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 11 9 持株会による購入等

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 1 0

非上場株式以外の株式 2 193

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

㈱第四北越フィ

ナンシャルグル

ープ

113,850 162,400 取引関係の維持・強化、財務活動の円滑

化

無

（注）２507 469

イオン㈱
134,308 134,178 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係、持株会による購入
無

482 344

㈱岡三証券グル

ープ

490,992 490,992 取引関係の維持・強化、財務活動の円滑

化

無

（注）２401 231

㈱セブン＆ア

イ・ホールディ

ングス

148,414 49,377 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係、商品共同開発契約の締結、持株

会による購入、株式分割による増加

無
327 295

モロゾフ㈱
69,200 69,200 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
有

290 240

㈱ＡＤＥＫＡ
23,206 22,466 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係、持株会による購入
有

74 50

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

㈱大光銀行
48,100 48,100 取引関係の維持・強化、財務活動の円滑

化
有

73 53

㈱ライフコーポ

レーション

12,305 11,936 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係、持株会による購入
無

47 30

ヒューマン・メ

タボローム・テ

クノロジーズ㈱

65,100 65,100 事業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
無

42 45

レオン自動機㈱
24,000 24,000 事業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
無

37 31

㈱関西フードマ

ーケット

14,808 14,551 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係、持株会による購入
無

26 21

㈱オークワ
21,197 19,318 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係、持株会による購入
無

21 16

ミニストップ㈱
9,444 9,239 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係、持株会による購入
無

14 12

㈱マルイチ産商
10,132 9,974 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係、持株会による購入
無

12 10

木徳神糧㈱
2,000 2,000 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
無

10 7

㈱ローソン
1,000 1,000 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係、製造委託契約の締結
無

10 5

㈱平和堂
4,967 4,783 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係、持株会による購入
無

10 9

三菱食品㈱
1,500 1,500 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
無

8 4

ユナイテッド・

スーパーマーケ

ット・ホールデ

ィングス㈱

8,160 8,160
営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
無

8 9

㈱リテールパー

トナーズ

3,400 3,400 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
無

6 4
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

㈱ヤマナカ
8,100 8,100 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
無

5 5

アルビス㈱
2,000 2,000 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
無

5 4

㈱植木組
2,800 2,800 事業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
有

4 3

㈱ポプラ
16,657 15,527 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係、持株会による購入
無

4 2

セントラルフォ

レストグループ

㈱

2,000 2,000 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
無

4 3

㈱フジ
2,000 2,000 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
無

3 3

㈱トライアルホ

ールディングス

1,000 － 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係、新規購入による増加
無

2 －

㈱ＢＳＮメディ

アホールディン

グス

1,200 1,200 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
有

1 1

㈱マルヨシセン

ター

500 500 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
無

1 1

伊藤忠食品㈱
200 200 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
無

1 1

キーコーヒー㈱
500 500 安定的な取引関係の強化・安定的な仕入

の確保
無

1 1

㈱ヤマザワ
600 600 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
無

0 0

㈱いなげや
400 1,000 営業活動の円滑化、安定的・長期的な取

引関係
無

0 1

（注）１．「－」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

２．保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。

３．定量的な保有効果は個別の取引条件を開示できないため記載が困難であります。なお、保有の合理性

につきましては、2024年3月末時点で保有する銘柄ごとに当社の成長への必要性、便益や資本コスト

に見合っているかの検証を行い、現状保有する株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有している

ことを、担当取締役より取締役会で報告し承認されております。

４．業務提携等の概要は個別企業との資本提携がないため、記載しておりません。
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区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 － － － －

非上場株式以外の株式 15 229 18 500

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額（百万円）

売却損益の
合計額（百万円）

評価損益の
合計額（百万円）

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 9 134 5

③　保有目的が純投資目的である投資株式
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号）に基

づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号）に基づいて

作成しております。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2023年４月１日から2024年３月31日ま

で）の連結財務諸表及び事業年度（2023年４月１日から2024年３月31日まで）の財務諸表について、太陽有限責任監

査法人による監査を受けております。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、会計基準の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務

会計基準機構へ加入し、適正な情報の収集を行っております。
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2023年３月31日)

当連結会計年度
(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,183 19,593

受取手形 76 130

売掛金 13,684 14,688

商品及び製品 4,370 5,372

仕掛品 614 739

原材料及び貯蔵品 4,624 4,452

その他 866 504

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 40,416 45,478

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 37,368 39,239

減価償却累計額 △20,140 △21,356

建物及び構築物（純額） 17,228 17,882

機械装置及び運搬具 58,407 63,728

減価償却累計額 △47,642 △50,162

機械装置及び運搬具（純額） 10,765 13,565

工具、器具及び備品 4,914 5,203

減価償却累計額 △4,528 △4,776

工具、器具及び備品（純額） 385 427

土地 6,766 6,766

リース資産 1,154 1,035

減価償却累計額 △548 △521

リース資産（純額） 605 514

建設仮勘定 3,171 680

有形固定資産合計 38,922 39,836

無形固定資産

ソフトウエア 478 841

のれん 748 634

その他 63 63

無形固定資産合計 1,289 1,538

投資その他の資産

投資有価証券 ※１ 4,178 ※１ 4,775

繰延税金資産 2,414 2,170

その他 409 433

投資その他の資産合計 7,002 7,380

固定資産合計 47,214 48,755

資産合計 87,630 94,233

１【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

- 48 -



(単位：百万円)

前連結会計年度
(2023年３月31日)

当連結会計年度
(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,913 12,931

短期借入金 ※２ 2,000 ※２ 2,000

１年内返済予定の長期借入金 310 310

１年内償還予定の社債 － 100

リース債務 214 187

未払金 2,629 3,676

未払費用 6,196 6,560

未払法人税等 491 1,065

賞与引当金 1,308 1,413

その他 490 717

流動負債合計 24,555 28,963

固定負債

社債 100 －

長期借入金 2,676 2,366

リース債務 451 378

繰延税金負債 509 517

役員退職慰労引当金 286 306

退職給付に係る負債 5,500 5,258

負ののれん 11 9

固定負債合計 9,534 8,836

負債合計 34,090 37,799

純資産の部

株主資本

資本金 1,036 1,036

資本剰余金 6,790 6,790

利益剰余金 46,715 49,150

自己株式 △941 △941

株主資本合計 53,600 56,035

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 607 1,212

為替換算調整勘定 △753 △1,027

退職給付に係る調整累計額 86 213

その他の包括利益累計額合計 △60 398

純資産合計 53,540 56,434

負債純資産合計 87,630 94,233
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当連結会計年度
(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

売上高 ※１ 97,383 ※１ 103,717

売上原価 ※３ 75,420 ※３ 79,237

売上総利益 21,963 24,480

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 20,349 ※２,※３ 20,669

営業利益 1,613 3,810

営業外収益

受取利息 6 5

受取配当金 78 94

受取賃貸料 15 15

助成金収入 42 8

為替差益 52 357

負ののれん償却額 1 1

その他 72 58

営業外収益合計 270 542

営業外費用

支払利息 8 13

持分法による投資損失 － 11

減価償却費 27 28

賃貸収入原価 8 8

その他 0 7

営業外費用合計 46 69

経常利益 1,838 4,283

特別利益

固定資産売却益 － ※４ 0

投資有価証券売却益 118 160

国庫補助金 － 202

特別利益合計 118 363

特別損失

固定資産処分損 ※５ 6 ※５ 4

減損損失 ※６ 111 ※６ 67

災害による損失 － 14

投資有価証券評価損 55 25

固定資産圧縮損 － 202

その他 4 27

特別損失合計 178 342

税金等調整前当期純利益 1,778 4,303

法人税、住民税及び事業税 602 1,303

法人税等調整額 78 △71

法人税等合計 681 1,232

当期純利益 1,096 3,071

親会社株主に帰属する当期純利益 1,096 3,071

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当連結会計年度
(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当期純利益 1,096 3,071

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 282 605

為替換算調整勘定 △123 △273

退職給付に係る調整額 111 127

その他の包括利益合計 ※ 270 ※ 459

包括利益 1,366 3,530

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,366 3,530

非支配株主に係る包括利益 － －

【連結包括利益計算書】
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(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,036 6,790 46,231 △941 53,116

当期変動額

剰余金の配当 △612 △612

親会社株主に帰属する
当期純利益

1,096 1,096

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 483 － 483

当期末残高 1,036 6,790 46,715 △941 53,600

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 324 △630 △24 △330 52,786

当期変動額

剰余金の配当 △612

親会社株主に帰属する
当期純利益

1,096

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

282 △123 111 270 270

当期変動額合計 282 △123 111 270 754

当期末残高 607 △753 86 △60 53,540

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
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(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,036 6,790 46,715 △941 53,600

当期変動額

剰余金の配当 △636 △636

親会社株主に帰属する
当期純利益

3,071 3,071

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 2,434 △0 2,434

当期末残高 1,036 6,790 49,150 △941 56,035

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 607 △753 86 △60 53,540

当期変動額

剰余金の配当 △636

親会社株主に帰属する
当期純利益

3,071

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

605 △273 127 459 459

当期変動額合計 605 △273 127 459 2,893

当期末残高 1,212 △1,027 213 398 56,434

当連結会計年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当連結会計年度
(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,778 4,303

減価償却費 4,545 4,829

のれん償却額 114 114

受取利息及び受取配当金 △84 △100

負ののれん償却額 △1 △1

支払利息 8 13

持分法による投資損益（△は益） - 11

為替差損益（△は益） △8 △315

投資有価証券売却損益（△は益） △114 △160

国庫補助金 － △202

固定資産圧縮損 － 202

固定資産処分損益（△は益） 6 4

減損損失 111 67

災害による損失 － 14

投資有価証券評価損益（△は益） 55 25

売上債権の増減額（△は増加） △368 △1,053

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,463 △932

仕入債務の増減額（△は減少） △577 2,003

未払費用の増減額（△は減少） △279 323

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21 20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 9 △58

その他 △743 1,365

小計 3,009 10,474

利息及び配当金の受取額 84 100

利息の支払額 △8 △13

法人税等の支払額 △968 △749

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,117 9,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △5,721 △5,349

投資有価証券の取得による支出 △1,038 △194

投資有価証券の売却による収入 278 567

補助金の受取額 － 202

その他 △257 △522

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,739 △5,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,000 －

長期借入れによる収入 3,000 －

長期借入金の返済による支出 △152 △310

社債の発行による収入 99 －

社債の償還による支出 △100 －

リース債務の返済による支出 △264 △234

配当金の支払額 △612 △636

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,970 △1,181

現金及び現金同等物に係る換算差額 42 58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △609 3,392

現金及び現金同等物の期首残高 16,793 16,183

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 16,183 ※ 19,575

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　4社

主要な連結子会社の名称

「第１　企業の概況　４　関係会社の状況」に記載しているため省略しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

ブルボン興業株式会社、株式会社ブルボン再生医科学研究所、株式会社シェリーゼ、株式会社レーマン企

画、株式会社ビアスタイル・トゥ・ワン、Bourbon Foods USA Corporation

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためでありま

す。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数　2社

主要な関連会社の名称　ＢＣＣＡ株式会社、株式会社マルキン

(2) 持分法を適用していない非連結子会社（ブルボン興業株式会社、株式会社ブルボン再生医科学研究所、株式

会社シェリーゼ、株式会社レーマン企画、株式会社ビアスタイル・トゥ・ワン、Bourbon Foods USA 

Corporation）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適

用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち波路梦（長興）食品有限公司及び波路梦（上海）商貿有限公司の決算日は、12月31日であり

ます。

連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、１月１日から連結

決算日である３月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

②　棚卸資産

商品及び製品

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

によっております。

半製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算

定）によっております。
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法によっております。

ただし、当社及び国内連結子会社は1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年

４月１日以降取得の建物附属設備・構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物………３～60年

機械装置及び運搬具…２～10年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

従業員賞与の支給に備えて支給見積額の当連結会計年度負担額を計上しております。

③　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく連結会計年度末要支給額を計上しており

ます。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）によ

る定額法により費用処理しております。

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

③　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法

　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるそ

の他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

④　小規模企業等における簡便法の採用

　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループでは、菓子、飲料・食品・冷菓・その他の分野の製造及び販売を行っており、顧客との販売契

約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。なお、国内取引について商品の納品時に商

品の支配が顧客に移転すると判断しておりますが、出荷時から納品時までの期間が通常の期間であるため、当

社グループでは、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項における代替的な取扱い（出荷基準等の取

扱い）を適用し、出荷時に収益を認識しております。取引価格は契約において顧客と約束した対価から、顧客

に支払われるリベート及び販売促進費（以下、「販売促進費等」という。）の一部を控除した金額で算定して

おります。変動性のある未確定の販売促進費等や返品といった変動対価は、過去実績及び見通しを含む合理的

に利用可能な情報から見積っております。

取引に関する支払条件に、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。

(6) のれん及び負ののれんの償却方法並びに償却期間

のれん及び負ののれんの償却については、20年間で均等償却しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）については、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

種類
前連結会計年度

（2023年３月31日）
当連結会計年度

（2024年３月31日）

建物及び構築物 17,228百万円 17,882百万円

機械装置及び運搬具 10,765 13,565

工具、器具及び備品 385 427

土地 6,766 6,766

リース資産 605 514

建設仮勘定 3,171 680

合計 38,922 39,836

前連結会計年度
（2023年３月31日）

当連結会計年度
（2024年３月31日）

未払費用に含まれる未確定の販売促進費等の金額 803百万円 801百万円

（重要な会計上の見積り）

１．固定資産の減損

(1) 連結財務諸表に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは菓子を中心とした食品製造企業であり、菓子製造のための固定資産を保有しております。

資金生成単位は、各商品部門を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、各商品部門

の営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなった場合、投資決定時の事業計画と実績数値に著しい乖離

があった場合、工場閉鎖や設備除却の意思決定など回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合、経営環

境が著しく悪化した場合に、減損の兆候を把握しております。

減損の兆候が把握された商品部門については、各商品部門における事業計画に基づき将来キャッシュ・フロ

ーを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの合計が、当該商品部門の固定資産の帳簿価額を下回る場合に

は、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。回収可

能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額によっております。

割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画の作成における主要な仮定は、売上高成長

率、売上原価率、物流費などであります。しかしながら、これらの仮定は市場環境の変化および原材料、エネ

ルギーコストの価格変動や為替相場の変動などによって影響を受け、仮定の見直しが必要となる可能性があり

ます。このような場合には、翌連結会計年度の減損損失の認識の判定および測定される減損損失の金額に重要

な影響を及ぼす可能性があります。

２．販売促進費等に係る未確定債務

(1) 連結財務諸表に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、顧客に支払われる販売促進費等については、顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払

われるものを除き、売上高から減額しております。販売促進費等の支払額は、会社から卸売業者への販売実績

および卸売業者から小売業者への販売実績に基づき確定しますが、計算対象期間が決算日をまたぐ場合や決算

日時点で卸売業者から小売業者へ未販売の製品がある場合には、支払見込額を見積り、未払費用として計上し

ております。販売促進費等の支払見込額の計算における主要な仮定は以下のとおりであります。

①計算対象期間が決算日をまたぐ場合

　決算日の翌日から計算対象期間終了時点までの販売額の予想に基づくリベート率等

②卸売業者から小売業者へ未販売の製品がある場合

　卸売業者における製品別期末在庫金額や決算日後の小売業者別販売構成比

これらの仮定には不確実性を伴うため、予測しえなかった事象の発生により仮定の見直しが必要となった場

合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
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（未適用の会計基準等）

・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日　企業会計基準委員

会）

・「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日　企業会計基準委員会）

・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日　企業会計基準委員

会）

(1) 概要

2018年２月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等（以下「企業会計基準第28

号等」）が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管

が完了されましたが、その審議の過程で、次の２つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検

討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。

・税金費用の計上区分（その他の包括利益に対する課税）

・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等（子会社株式又は関連会社株式）の売却に係る税効果

(2) 適用予定日

2025年３月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、

現時点で評価中であります。

（表示方法の変更）

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「投資有価証券売却損」は、金額的重要性が

乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映

させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「投資有価証券売却損」に表示していた

４百万円は、「その他」として組み替えております。

前連結会計年度
（2023年３月31日）

当連結会計年度
（2024年３月31日）

投資有価証券（株式） 1,062百万円 1,024百万円

前連結会計年度
（2023年３月31日）

当連結会計年度
（2024年３月31日）

コミットメントラインの総額 7,000百万円 2,000百万円

借入実行残高 2,000 2,000

差引額 5,000 －

（連結貸借対照表関係）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行（前連結会計年度は７行）とコミットメントライン

契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
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前連結会計年度
（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

当連結会計年度
（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

販売促進費 759百万円 732百万円

運送費及び保管費 8,143 8,487

広告宣伝費 2,019 1,955

給料手当・賞与 4,642 4,732

前連結会計年度
（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

当連結会計年度
（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

1,117百万円 1,170百万円

前連結会計年度
（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

機械装置及び運搬具 －百万円 0百万円

計 － 0

前連結会計年度
（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

建物及び構築物 6百万円 2百万円

機械装置及び運搬具 0 2

工具、器具及び備品 0 0

計 6 4

（連結損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益およびそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客と

の契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を分

解した情報」に記載しております。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

※４　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

※５　固定資産処分損の内容は次のとおりであります。
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用途 場所 種類 減損損失

事業用資産

　（冷菓部門）
新潟市西蒲区他

建物及び構築物 38百万円

機械装置及び運搬具 58

工具、器具及び備品 0

小計 96

遊休資産 新潟県柏崎市 機械装置及び運搬具 14

合計 111

用途 場所 種類 減損損失

事業用資産

　（冷菓部門）
新潟市西蒲区他

建物及び構築物 29百万円

機械装置及び運搬具 36

工具、器具及び備品 0

小計 65

遊休資産 新潟県柏崎市 機械装置及び運搬具 1

合計 67

※６　減損損失

　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

前連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

事業用資産については、管理会計上の区分を基準に、賃貸不動産及び遊休資産については個別物件単位でグル

ーピングを行っております。

当社が保有する固定資産について、現状の経営環境を踏まえた将来キャッシュ・フローの見積りを見直した結

果、帳簿価額を下回る事業用資産について、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上しております。なお、回収可能価額の算定につきましては、使用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローを4.65％で割り引いて算定しております。

事業計画の変更等により使用見込みがなくなった遊休資産について、その帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額の算定につきましては、ス

クラップ評価額から処分に要する費用を差し引いた正味売却価額によっております。

当連結会計年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

事業用資産については、管理会計上の区分を基準に、賃貸不動産及び遊休資産については個別物件単位でグル

ーピングを行っております。

当社が保有する固定資産について、現状の経営環境を踏まえた将来キャッシュ・フローの見積りを見直した結

果、帳簿価額を下回る事業用資産について、その帳簿価額を減額し当該減少額を減損損失として特別損失に計上

しております。なお、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、割引率の記載を省略しておりま

す。

事業計画の変更等により使用見込みがなくなった遊休資産について、その帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額の算定につきましては、ス

クラップ評価額から処分に要する費用を差し引いた正味売却価額によっております。
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前連結会計年度
（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

その他有価証券評価差額金：

当期発生額 520百万円 1,033百万円

組替調整額 △116 △160

税効果調整前 403 872

税効果額 △121 △267

その他有価証券評価差額金 282 605

為替換算調整勘定：

当期発生額 △123 △273

退職給付に係る調整額：

当期発生額 116 192

組替調整額 43 △9

税効果調整前 159 182

税効果額 △48 △55

退職給付に係る調整額 111 127

その他の包括利益合計 270 459

（連結包括利益計算書関係）

※　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
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当連結会計年度期首
株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式

普通株式 27,700,000株 ―株 ―株 27,700,000株

合計 27,700,000株 ―株 ―株 27,700,000株

自己株式

普通株式 3,675,613株 ―株 ―株 3,675,613株

合計 3,675,613株 ―株 ―株 3,675,613株

（決議） 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2022年６月29日
定時株主総会

普通株式 300百万円 12円50銭 2022年３月31日 2022年６月30日

2022年10月28日
取締役会

普通株式 312百万円 13円00銭 2022年９月30日 2022年12月12日

（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2023年６月29日
定時株主総会

普通株式 312百万円 利益剰余金 13円00銭 2023年３月31日 2023年６月30日

当連結会計年度期首
株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式

普通株式 27,700,000株 ―株 ―株 27,700,000株

合計 27,700,000株 ―株 ―株 27,700,000株

自己株式

普通株式（注） 3,675,613株 46株 ―株 3,675,659株

合計 3,675,613株 46株 ―株 3,675,659株

（決議） 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2023年６月29日
定時株主総会

普通株式 312百万円 13円00銭 2023年３月31日 2023年６月30日

2023年10月27日
取締役会

普通株式 324百万円 13円50銭 2023年９月30日 2023年12月11日

（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2024年６月27日
定時株主総会

普通株式 324百万円 利益剰余金 13円50銭 2024年３月31日 2024年６月28日

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

当連結会計年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加46株は、単元未満株式の買取によるものであります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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前連結会計年度
（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

現金及び預金勘定 16,183百万円 19,593百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 － △18

現金及び現金同等物 16,183 19,575

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（単位：百万円）

前連結会計年度

（2023年３月31日）

当連結会計年度

（2024年３月31日）

１年内 28 12

１年超 14 33

合計 43 45

（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産

菓子製造設備等（機械装置及び運搬具）及び自動販売機等（工具、器具及び備品）であります。

②　リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項　(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法」に記載のとおりであります。

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に食品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金は銀行借入及

び社債発行により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては、

社内規程に従い、主な取引先の信用調査、取引先別の期日管理及び残高管理を行うことによりリスク軽減を図

っております。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する株式及び一時的

な余資運用の債券であり、株式及び債券については定期的に時価の把握を行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。

短期借入金は、主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金及び社債は、

主に設備投資を目的とした資金調達であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、社内規程に従い、営業債権及び貸付金について、各営業部及び財務管理部が主要な取引先の状況

を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回

収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の社内規程に準じて、同様の管理

を行っております。
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連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 投資有価証券（*2）

その他有価証券 3,040 3,040 ―

資産計 3,040 3,040 ―

(2) 社債 100 100 0

(3) 長期借入金 2,986 2,956 △29

(4) リース債務 665 663 △2

負債計 3,752 3,720 △31

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 投資有価証券（*2）

その他有価証券 3,618 3,618 ―

資産計 3,618 3,618 ―

(2) 社債 100 100 0

(3) 長期借入金 2,676 2,606 △69

(4) リース債務 565 560 △5

負債計 3,342 3,267 △74

区分
前連結会計年度

（2023年３月31日）
当連結会計年度

（2024年３月31日）

非連結子会社及び関連会社株式 1,062百万円 1,024百万円

非上場株式等 75 132

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握しております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署及び連結子会社等からの報告に基づき、財務管理部が資金繰り計画を作成・更新するとと

もに、手許流動性を一定水準に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。なお、当社の

持続的成長に向けた資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するためにコミットメントラ

イン設定を締結しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することがあります。

(5) 信用リスクの集中

当期の連結決算日現在における営業債権のうち38.6％が特定の大口顧客に対するものであります。

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2023年３月31日）

当連結会計年度（2024年３月31日）

（*1）「現金」については注記を省略しており、「預金」、「受取手形」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短

期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもので

あることから、記載を省略しております。

（*2）市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額

は以下のとおりであります。
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１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 16,183 ― ― ―

受取手形 76 ― ― ―

売掛金 13,684 ― ― ―

合計 29,944 ― ― ―

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 19,593 ― ― ―

受取手形 130 ― ― ―

売掛金 14,688 ― ― ―

合計 34,412 ― ― ―

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 2,000 ― ― ― ― ―

社債 ― 100 ― ― ― ―

長期借入金 310 310 310 310 310 1,434

リース債務 214 161 116 85 59 28

合計 2,524 571 426 395 370 1,462

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内

（百万円）

３年超
４年以内

（百万円）

４年超
５年以内

（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 2,000 ― ― ― ― ―

社債 100 ― ― ― ― ―

長期借入金 310 310 310 310 310 1,124

リース債務 187 142 110 81 41 3

合計 2,597 452 420 391 352 1,128

（注）１．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2023年３月31日）

当連結会計年度（2024年３月31日）

２．社債、借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2023年３月31日）

当連結会計年度（2024年３月31日）

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

- 65 -



区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 2,494 ― ― 2,494

その他 ― 545 ― 545

資産計 2,494 545 ― 3,040

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 2,775 ― ― 2,775

その他 ― 843 ― 843

資産計 2,775 843 ― 3,618

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 ― 100 ― 100

長期借入金 ― 2,956 ― 2,956

リース債務 ― 663 ― 663

負債計 ― 3,720 ― 3,720

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 ― 100 ― 100

長期借入金 ― 2,606 ― 2,606

リース債務 ― 560 ― 560

負債計 ― 3,267 ― 3,267

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2023年３月31日）

当連結会計年度（2024年３月31日）

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2023年３月31日）

当連結会計年度（2024年３月31日）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式及び投資信託は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している投資信託は、市場での取引

頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しており

ます。

社債

当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に

割引現在価値法により算定しており、その時価をレベル２の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務

これらの時価は、元利金の合計額と当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値

法により算定しており、その時価をレベル２の時価に分類しております。
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連結貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

(1) 株式 1,808 860 947

(2) 債券 ― ― ―

①　国債 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

(3) その他 497 425 71

小計 2,305 1,286 1,019

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

(1) 株式 686 878 △192

(2) 債券 ― ― ―

①　国債 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

(3) その他 48 49 △1

小計 734 928 △194

合計 3,040 2,215 824

区分
当連結会計年度

（2023年３月31日）

非連結子会社及び関連会社株式 1,062百万円

非上場株式等 75

連結貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

(1) 株式 2,621 1,104 1,517

(2) 債券 ― ― ―

①　国債 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

(3) その他 843 575 267

小計 3,465 1,680 1,784

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

(1) 株式 153 185 △31

(2) 債券 ― ― ―

①　国債 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 153 185 △31

合計 3,618 1,865 1,753

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（2023年３月31日）

（注）市場価格のない株式等は、上表の「その他有価証券」には含まれておりません。当該有価証券の連結貸借対照表計

上額は以下のとおりであります。

当連結会計年度（2024年３月31日）
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区分
当連結会計年度

（2024年３月31日）

非連結子会社及び関連会社株式 1,024百万円

非上場株式等 132

種類 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

(1) 株式 278 118 4

(2) 債券 ― ― ―

①　国債 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 278 118 4

種類 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

(1) 株式 567 160 ―

(2) 債券 ― ― ―

①　国債 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 567 160 ―

（注）市場価格のない株式等は、上表の「その他有価証券」には含まれておりません。当該有価証券の連結貸借対照表計

上額は以下のとおりであります。

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

当連結会計年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

３．減損したその他有価証券

　前連結会計年度において、投資有価証券について55百万円（その他有価証券の株式55百万円）減損処理を行っ

ております。

　当連結会計年度において、投資有価証券について25百万円（その他有価証券の株式25百万円）減損処理を行っ

ております。

前連結会計年度
（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

退職給付債務の期首残高 5,650百万円 5,500百万円

勤務費用 403 378

利息費用 26 40

数理計算上の差異の発生額 △116 △192

退職給付の支払額 △463 △468

退職給付債務の期末残高 5,500 5,258

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び主な連結子会社は、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を設けております。

また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増

退職金を支払う場合があります。

なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要

支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

２．確定給付制度

（1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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前連結会計年度
（2023年３月31日）

当連結会計年度
（2024年３月31日）

非積立型制度の退職給付債務 5,500百万円 5,258百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 5,500 5,258

退職給付に係る負債 5,500 5,258

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 5,500 5,258

前連結会計年度
（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

勤務費用 403百万円 378百万円

利息費用 26 40

数理計算上の差異の費用処理額 43 △9

確定給付制度に係る退職給付費用 473 409

前連結会計年度
（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

数理計算上の差異 159百万円 182百万円

　　合　計 159 182

前連結会計年度
（2023年３月31日）

当連結会計年度
（2024年３月31日）

未認識数理計算上の差異 124百万円 307百万円

　　合　計 124 307

前連結会計年度
（2023年３月31日）

当連結会計年度
（2024年３月31日）

割引率 0.74％ 1.12％

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係

る資産の調整表

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(4) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

(5) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

３．確定拠出制度

　当社及び連結子会社の確定拠出制度への要支給額は、前連結会計年度380百万円、当連結会計年度395百万円で

あります。
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前連結会計年度
（2023年３月31日）

当連結会計年度
（2024年３月31日）

繰延税金資産

棚卸資産未実現利益 1百万円 1百万円

未払販売促進費否認額 244 244

貸倒引当金限度超過額 1 1

賞与引当金限度超過額 393 426

返金負債否認額 6 5

投資有価証券評価損 165 181

役員退職慰労引当金限度超過額 87 93

退職給付に係る負債限度超過額 1,677 1,604

繰越欠損金（注）２ 275 216

その他 451 472

繰延税金資産小計 3,306 3,248

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ △275 △216

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △358 △343

評価性引当額小計（注）１ △633 △560

繰延税金資産合計 2,672 2,688

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △264 △531

評価差額 △504 △504

繰延税金負債合計 △768 △1,035

繰延税金資産の純額 1,904 1,653

１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）
合計

税務上の繰越

欠損金（※１）
86 40 ― ― 80 67 275

評価性引当額 △86 △40 ― ― △80 △67 △275

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―

１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）
合計

税務上の繰越

欠損金（※２）
41 ― ― 84 32 58 216

評価性引当額 △41 ― ― △84 △32 △58 △216

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（注）１．評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少であります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2023年３月31日）

（※１）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当連結会計年度（2024年３月31日）

（※２）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

- 70 -



前連結会計年度
（2023年３月31日）

当連結会計年度
（2024年３月31日）

法定実効税率 30.5％ 30.5％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3 0.2

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3 △3.3

受取配当金連結消去に伴う影響額 ― 2.8

子会社欠損金等の税効果未認識額純増額 5.4 0.7

法人税額の特別控除額 △4.4 △4.1

子会社との税率差異 0.8 0.1

住民税均等割 3.7 1.6

のれん償却額 2.0 0.8

持分法投資損益 ― 0.1

その他 0.3 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.3 28.6

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（賃貸等不動産関係）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

区分

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

菓子 93,193百万円 99,457百万円

飲料・食品・冷菓・その他 4,190 4,260

顧客との契約から生じる収益 97,383 103,717

その他の収益 － －

外部顧客への売上高 97,383 103,717

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループの事業は菓子、飲料・食品・冷菓・その他の分野により構成されており、各分野において製品販

売及び役務の提供を行っております。売上高は顧客との契約において約束された対価から販売促進費等の一部を

控除した金額で計上しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「注記事項　（連結財務諸表作成の基本となる重要な事項）　４．会計方針に関する事項　(5)重要な収益及

び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（単位：百万円）

菓子 飲料・食品・冷菓・その他 合計

外部顧客への売上高 93,193 4,190 97,383

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

三菱食品株式会社 15,981 食料品の製造・販売

コンフェックス株式会社 11,420 食料品の製造・販売

株式会社高山 9,707 食料品の製造・販売

（単位：百万円）

菓子 飲料・食品・冷菓・その他 合計

外部顧客への売上高 99,457 4,260 103,717

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

三菱食品株式会社 15,307 食料品の製造・販売

コンフェックス株式会社 12,883 食料品の製造・販売

株式会社山星屋 10,848 食料品の製造・販売

株式会社高山 10,789 食料品の製造・販売

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループの事業は、食品製造企業として同一セグメントに属する、ビスケット類、米菓類等の菓子及び飲料食

品等の食料品の製造・販売並びにこれらの付随業務であり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

当連結会計年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社グループの事業は、食品製造企業として同一セグメントに属する、ビスケット類、米菓類等の菓子及び飲料食

品等の食料品の製造・販売並びにこれらの付随業務であり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当社グループの事業は、食品製造企業として同一セグメントに属する、ビスケット類、米菓類等の菓子及び飲料食

品等の食料品の製造・販売並びにこれらの付随業務であり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

当連結会計年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

該当事項はありません。

前連結会計年度
（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

１株当たり純資産額 2,228円59銭 2,349円05銭

１株当たり当期純利益 45円64銭 127円85銭

前連結会計年度
（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 1,096 3,071

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益（百万円）
1,096 3,071

期中平均株式数（千株） 24,024 24,024

（１株当たり情報）

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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（重要な後発事象）

（自己株式の処分）

当社は2024年４月26日開催の取締役会において、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度（以下

「本制度」という。）の導入を決議し、ブルボン従業員持株会（以下、「本持株会」という。）を割当予定先と

して、譲渡制限付株式としての自己株式処分を行うことについて決議しました。

１．処分の概要

（1）処分期日

2024年11月20日

（2）処分する株式の種類及び数

当社普通株式　398,500株（注）

（3）処分価額

１株につき2,356円

（4）処分総額

938,866,000円（注）

（5）処分方法

第三者割当ての方法による（ブルボン従業員持株会　398,500株）

（注）「処分する株式の数」及び「処分総額」は、本制度の適用対象となり得る最大人数である、本持株

会の会員資格のある当社及び当社子会社の従業員3,985名に対して、一律に当社普通株式100株を譲

渡制限付株式として付与するものと仮定して算出した最大値であり、実際に処分する株式の数及び

処分総額は、本持株会への入会プロモーションや加入者への本制度に対する同意確認終了後の本持

株会の加入者数に応じて確定する見込みであります。

２．処分の目的及び理由

当社は、創立100周年事業の一環として、本持株会会員資格のある当社及び当社子会社の従業員のうち、

本制度に同意する者（以下「対象従業員」という。）に対し、福利厚生の増進策ならびに譲渡制限付株式の

取得機会を創出することによって対象従業員の財産形成の一助とすることに加え、当社企業価値の持続的な

向上を図るインセンティブを付与することで、対象従業員の経営参画意識、貢献意欲を高め、株主の皆様と

一層の価値共有を図ることを目的としています。
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会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率
（％）

担保 償還期限

提出会社 第３回無担保社債 2022年８月31日 100
100
(100)

0.35 無担保 2024年８月30日

合計 ― ― 100
100

(100)
― ― ―

１年以内
（百万円）

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

100 － － － －

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

（注）１．（　）内書は、１年以内の償還予定額であります。

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 2,000 2,000 0.22 ―

１年内返済予定の長期借入金 310 310 0.36 ―

１年内返済予定のリース債務 214 187 ― ―

長期借入金（１年内返済予定のものを除く。） 2,676 2,366 0.35 2032年12月

リース債務（１年内返済予定のものを除く。） 451 378 ― 2031年２月

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 5,652 5,242 ― ―

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 310 310 310 310

リース債務 142 110 81 41

【借入金等明細表】

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連

結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金及びリース債務（１年内返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のと

おりであります。

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年

度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載

を省略しております。

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 24,850 46,162 75,275 103,717

税金等調整前四半期（当期）純利益（百万円） 852 771 2,345 4,303

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益（百万円）
533 458 1,607 3,071

１株当たり四半期（当期）純利益（円） 22.21 19.10 66.92 127.85

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失（△）（円）
22.21 △3.12 47.83 60.92

(2)  【その他】

当連結会計年度における四半期情報等
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(単位：百万円)

前事業年度
(2023年３月31日)

当事業年度
(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,831 18,834

受取手形 76 130

売掛金 13,441 14,418

商品及び製品 4,195 5,184

仕掛品 595 722

原材料及び貯蔵品 4,368 4,200

前払費用 257 311

短期貸付金 1,578 1,497

未収入金 1,012 508

その他 81 60

貸倒引当金 △1,513 △1,400

流動資産合計 38,924 44,468

固定資産

有形固定資産

建物 33,447 35,158

減価償却累計額 △17,345 △18,395

建物（純額） 16,102 16,762

構築物 3,432 3,540

減価償却累計額 △2,323 △2,433

構築物（純額） 1,109 1,106

機械及び装置 57,069 62,335

減価償却累計額 △46,453 △48,938

機械及び装置（純額） 10,616 13,397

車両運搬具 263 284

減価償却累計額 △233 △245

車両運搬具（純額） 30 38

工具、器具及び備品 4,665 4,927

減価償却累計額 △4,301 △4,533

工具、器具及び備品（純額） 364 394

土地 6,747 6,747

リース資産 1,119 999

減価償却累計額 △531 △499

リース資産（純額） 587 499

建設仮勘定 3,165 679

有形固定資産合計 38,723 39,625

無形固定資産

のれん 676 572

ソフトウエア 478 831

その他 62 62

無形固定資産合計 1,217 1,466

２【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】
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(単位：百万円)

前事業年度
(2023年３月31日)

当事業年度
(2024年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 3,047 3,655

関係会社株式 1,121 1,095

出資金 2 2

関係会社出資金 0 0

関係会社長期貸付金 2,613 2,932

長期前払費用 46 11

繰延税金資産 2,446 2,258

その他 317 340

貸倒引当金 △2,269 △2,444

投資その他の資産合計 7,324 7,853

固定資産合計 47,265 48,945

資産合計 86,189 93,414
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(単位：百万円)

前事業年度
(2023年３月31日)

当事業年度
(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 10,589 12,706

短期借入金 ※２ 2,000 ※２ 2,000

１年内返済予定の長期借入金 299 299

１年内償還予定の社債 － 100

リース債務 207 181

未払金 2,559 3,631

未払費用 5,948 6,342

未払法人税等 476 1,036

預り金 447 668

賞与引当金 1,273 1,375

その他 22 16

流動負債合計 23,824 28,357

固定負債

社債 100 －

長期借入金 2,608 2,309

リース債務 437 368

退職給付引当金 5,618 5,559

役員退職慰労引当金 286 306

負ののれん 11 9

固定負債合計 9,063 8,553

負債合計 32,887 36,911

純資産の部

株主資本

資本金 1,036 1,036

資本剰余金

資本準備金 52 52

その他資本剰余金 10,012 10,012

資本剰余金合計 10,064 10,064

利益剰余金

利益準備金 259 259

その他利益剰余金

別途積立金 25,030 25,030

繰越利益剰余金 17,848 20,458

利益剰余金合計 43,137 45,747

自己株式 △1,538 △1,538

株主資本合計 52,700 55,310

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 601 1,192

評価・換算差額等合計 601 1,192

純資産合計 53,302 56,503

負債純資産合計 86,189 93,414
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当事業年度
(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

売上高 93,775 99,995

売上原価

商品及び製品期首棚卸高 3,652 3,951

当期商品仕入高 566 591

当期製品製造原価 73,366 77,903

合計 77,585 82,446

他勘定振替高 ※２ 791 ※２ 934

商品及び製品期末棚卸高 3,977 4,954

棚卸資産廃棄損及び評価損 25 57

売上原価合計 72,842 76,615

売上総利益 20,932 23,380

販売費及び一般管理費

販売促進費 702 683

運送費及び保管費 7,864 8,203

広告宣伝費 2,014 1,951

給料及び手当 3,546 3,577

賞与引当金繰入額 293 310

退職給付費用 182 157

減価償却費 503 467

のれん償却額 104 104

その他 4,282 4,355

販売費及び一般管理費合計 19,494 19,811

営業利益 1,438 3,569

営業外収益

受取利息 76 12

受取配当金 76 482

受取賃貸料 ※１ 84 ※１ 81

為替差益 228 345

負ののれん償却額 1 1

その他 151 97

営業外収益合計 619 1,020

営業外費用

支払利息 8 12

賃貸収入原価 74 71

貸倒引当金繰入額 223 60

その他 28 36

営業外費用合計 335 181

経常利益 1,721 4,408

②【損益計算書】
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当事業年度
(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 － ※３ 0

投資有価証券売却益 118 160

抱合せ株式消滅差益 376 －

国庫補助金 － 202

特別利益合計 494 363

特別損失

固定資産処分損 ※４ 6 ※４ 4

減損損失 111 67

災害による損失 － 14

投資有価証券評価損 55 25

固定資産圧縮損 － 202

その他 4 27

特別損失合計 178 342

税引前当期純利益 2,038 4,429

法人税、住民税及び事業税 561 1,254

法人税等調整額 79 △71

法人税等合計 640 1,182

当期純利益 1,397 3,246
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前事業年度

（自 2022年４月１日

至 2023年３月31日）

当事業年度

（自 2023年４月１日

至 2024年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

(％)
金額（百万円）

構成比

(％)

Ⅰ 原材料費 44,652 60.8 48,377 62.0

Ⅱ 労務費 18,756 25.5 19,170 24.6

Ⅲ 経費 ※ 10,006 13.6 10,526 13.5

当期総製造費用 73,416 100.0 78,074 100.0

期首半製品・仕掛品棚卸高 790 839

合計 74,206 78,913

期末半製品・仕掛品棚卸高 839 1,009

当期製品製造原価 73,366 77,903

項目

前事業年度

（自 2022年４月１日

至 2023年３月31日）

当事業年度

（自 2023年４月１日

至 2024年３月31日）

減価償却費（百万円） 3,915 4,230

【製造原価明細書】

原価計算方法

総合原価計算による実際原価計算を採用しております。

(注) ※ 主な内訳は次のとおりであります。
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(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本
準備金

その他資
本剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益

剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 1,036 52 10,012 10,064 259 25,030 17,063 42,352 △1,538 51,916

当期変動額

剰余金の配当 △612 △612 △612

当期純利益 1,397 1,397 1,397

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － － 784 784 － 784

当期末残高 1,036 52 10,012 10,064 259 25,030 17,848 43,137 △1,538 52,700

評価・換算差額等

純資産
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等

合計

当期首残高 327 327 52,243

当期変動額

剰余金の配当 △612

当期純利益 1,397

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

273 273 273

当期変動額合計 273 273 1,058

当期末残高 601 601 53,302

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

- 82 -



(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本
準備金

その他資
本剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益

剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 1,036 52 10,012 10,064 259 25,030 17,848 43,137 △1,538 52,700

当期変動額

剰余金の配当 △636 △636 △636

当期純利益 3,246 3,246 3,246

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － － 2,610 2,610 △0 2,610

当期末残高 1,036 52 10,012 10,064 259 25,030 20,458 45,747 △1,538 55,310

評価・換算差額等

純資産
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等

合計

当期首残高 601 601 53,302

当期変動額

剰余金の配当 △636

当期純利益 3,246

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

590 590 590

当期変動額合計 590 590 3,200

当期末残高 1,192 1,192 56,503

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品及び製品

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）によっており

ます。

(2) 半製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）によってお

ります。

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降取得の建物附属

設備・構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物…………………３～47年

機械及び装置………２～10年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えて支給見積額の当期負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）によ

る定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく事業年度末要支給額を計上しております。

- 84 -



５．のれん及び負ののれんの償却方法並びに償却期間

のれん及び負ののれんの償却については、20年間で均等償却しております。

６．収益及び費用の計上基準

当社では、菓子、飲料・食品・冷菓・その他の分野の製造及び販売を行っており、顧客との販売契約に基づい

て商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。なお、国内取引について商品の納品時に商品の支配が顧

客に移転すると判断しておりますが、出荷時から納品時までの期間が通常の期間であるため、当社では、「収益

認識に関する会計基準の適用指針」第98項における代替的な取扱い（出荷基準等の取扱い）を適用し、出荷時に

収益を認識しております。取引価格は契約において顧客と約束した対価から、顧客に支払われるリベート及び販

売促進費（以下、「販売促進費等」という。）の一部を控除した金額で算定しております。変動性のある未確定

の販売促進費等や返品といった変動対価は、過去実績及び見通しを含む合理的に利用可能な情報から見積ってお

ります。

取引に関する支払条件に、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。

７．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(1) 退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務

諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2) 消費税等の会計処理

控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

種類
前事業年度

（2023年３月31日）
当事業年度

（2024年３月31日）

建物 16,102百万円 16,762百万円

構築物 1,109 1,106

機械及び装置 10,616 13,397

車両運搬具 30 38

工具、器具及び備品 364 394

土地 6,747 6,747

リース資産 587 499

建設仮勘定 3,165 679

合計 38,723 39,625

（重要な会計上の見積り）

１．固定資産の減損

(1) 財務諸表に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は菓子を中心とした食品製造企業であり、菓子製造のための固定資産を保有しております。

資金生成単位は、各商品部門を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、各商品部門

の営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなった場合、投資決定時の事業計画と実績数値に著しい乖離

があった場合、工場閉鎖や設備除却の意思決定など回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合、経営環

境が著しく悪化した場合に、減損の兆候を把握しております。

減損の兆候が把握された商品部門については、各商品部門における事業計画に基づき将来キャッシュ・フロ

ーを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの合計が、当該商品部門の固定資産の帳簿価額を下回る場合に

は、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。回収可

能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額によっております。

割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画の作成における主要な仮定は、売上高成長

率、売上原価率、物流費などであります。しかしながら、これらの仮定は市場環境の変化および原材料、エネ

ルギーコストの価格変動や為替相場の変動などによって影響を受け、仮定の見直しが必要となる可能性があり

ます。このような場合には、翌事業年度の減損損失の認識の判定および測定される減損損失の金額に重要な影

響を及ぼす可能性があります。
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前事業年度
（2023年３月31日）

当事業年度
（2024年３月31日）

未払費用に含まれる未確定の販売促進費等の金額 803百万円 801百万円

２．販売促進費等に係る未確定債務

(1) 財務諸表に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、顧客に支払われる販売促進費等については、顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払

われるものを除き、売上高から減額しております。販売促進費等の支払額は、会社から卸売業者への販売実績

及び卸売業者から小売業者への販売実績に基づき確定しますが、計算対象期間が決算日をまたぐ場合や決算日

時点で卸売業者から小売業者へ未販売の製品がある場合には、支払見込額を見積り、未払費用として計上して

おります。販売促進費等の支払見込額の計算における主要な仮定は以下のとおりであります。

①計算対象期間が決算日をまたぐ場合

決算日の翌日から計算対象期間終了時点までの販売額の予想に基づくリベート率等

②卸売業者から小売業者へ未販売の製品がある場合

卸売業者における製品別期末在庫金額や決算日後の小売業者別販売構成比

これらの仮定には不確実性を伴うため、予測しえなかった事象の発生により仮定の見直しが必要となった場

合には、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。

（表示方法の変更）

（損益計算書）

前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「投資有価証券売却損」は、金額的重要性が乏

しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させ

るため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「投資有価証券売却損」に表示していた４百万

円は、「その他」として組み替えております。

前事業年度
（2023年３月31日）

当事業年度
（2024年３月31日）

コミットメントラインの総額 7,000百万円 2,000百万円

借入実行残高 2,000 2,000

差引額 5,000 －

（貸借対照表関係）

１　関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債につきましては、重要性が乏しいため記載を省略しております。

※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行（前事業年度は７行）とコミットメントライン契約

を締結しております。この契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

前事業年度
（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当事業年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

受取賃貸料 68百万円 66百万円

前事業年度
（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当事業年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

車両運搬具 －百万円 0百万円

計 － 0

（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

※２　他勘定振替高は、見本進呈等に使用した金額であります。

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
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前事業年度
（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当事業年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

建物 6百万円 2百万円

機械及び装置 0 2

車両運搬具 0 0

工具、器具及び備品 0 0

計 6 4

※４　固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

区分
前事業年度

（2023年３月31日）
当事業年度

（2024年３月31日）

子会社株式 143百万円 117百万円

関連会社株式 977 977

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

前事業年度
（2023年３月31日）

当事業年度
（2024年３月31日）

繰延税金資産

貸付金貸倒償却否認額 457百万円 457百万円

未払販売促進費否認額 244 244

貸倒引当金限度超過額 1,153 1,172

賞与引当金限度超過額 388 419

返金負債否認額 6 5

退職給付引当金限度超過額 1,713 1,695

役員退職慰労引当金限度超過額 87 93

関係会社出資金評価損否認額 1,397 1,397

その他 515 591

繰延税金資産小計 5,965 6,077

評価性引当額 △3,231 △3,271

繰延税金資産合計 2,734 2,805

繰延税金負債

土地評価差額 △30 △30

その他有価証券評価差額金 △258 △517

繰延税金負債合計 △288 △547

繰延税金資産の純額 2,446 2,258

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度
（2023年３月31日）

当事業年度
（2024年３月31日）

法定実効税率 30.5％ 30.5％

（調整）

交際費等永久損金不算入額 0.4 0.2

受取配当等永久益金不算入額 △0.2 △2.8

抱合せ株式消滅差益認容額 △5.6 －

法人税額の特別控除額 △3.8 △4.0

住民税均等割 3.2 1.5

のれん認容額 1.6 0.7

子会社合併の影響 1.6 －

評価性引当額 3.1 0.9

その他 0.8 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.5 26.7

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳

区分

前事業年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当事業年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

菓子 90,288百万円 96,514百万円

飲料・食品・冷菓・その他 3,487 3,480

顧客との契約から生じる収益 93,775 99,995

その他の収益 － －

外部顧客への売上高 93,775 99,995

（収益認識関係）

１．収益の分解

当社の事業は菓子、飲料・食品・冷菓・その他の分野により構成されており、各分野において製品販売及び役

務の提供を行っております。売上高は顧客との契約において約束された対価から販売促進費等の一部を控除した

金額で計上しております。

２．収益を理解するための基礎となる情報

「注記事項　（重要な会計方針）　６．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（重要な後発事象）

（自己株式の処分）

連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末
減価償却

累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引
当期末残高
（百万円）

有形固定資産

建物
33,447 1,766 55

(29)
35,158 18,395 ※　1,074 16,762

構築物 3,432 108 － 3,540 2,433 ※　110 1,106

機械及び装置
57,069 5,864 598

(37)

62,335 48,938 ※　3,031 13,397

車両運搬具 263 26 6 284 245 18 38

工具、器具及び備品
4,665 266 4

(0)
4,927 4,533 236 394

土地 6,747 － － 6,747 － － 6,747

リース資産 1,119 119 239 999 499 199 499

建設仮勘定 3,165 5,978 8,464 679 － － 679

有形固定資産計
109,911 14,130 9,369

(67)
114,671 75,046 4,671 39,625

無形固定資産

のれん 2,081 － － 2,081 1,509 104 572

ソフトウエア 893 355 － 1,249 417 115 831

その他 63 － － 63 1 0 62

無形固定資産計 3,038 355 － 3,394 1,927 219 1,466

長期前払費用 111 8 － 119 107 42 11

建物 魚沼工場 892百万円

機械及び装置
新発田工場 1,455百万円 魚沼工場 1,429百万円

鶴岡工場 890百万円 上越工場 874百万円

建設仮勘定

魚沼工場 1,850百万円 上越工場 1,232百万円

鶴岡工場 580百万円 柏崎工場 456百万円

新潟南工場 379百万円 新発田工場 376百万円

村上工場 348百万円

④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

２．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

３．※のうち、59百万円は損益計算書上、営業外費用の「賃貸収入原価」に、28百万円は損益計算書上、営業外費

用の「その他」に含まれております。
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区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 3,783 175 － 114 3,844

賞与引当金 1,273 1,375 1,273 － 1,375

役員退職慰労引当金 286 22 1 － 306

【引当金明細表】

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」に記載されている金額は、一般債権の洗替１百万円、個別引当債権の見直

しによる戻入れ113百万円であります。

(2)  【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3)  【その他】

該当事項はありません。
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事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取・買増

取扱場所 （特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 （特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

取次所 ――――――――――

買取・買増手数料 株式の売買委託に係る手数料相当額として別途定める金額およびこれに係る消費税等

の合計額

公告掲載方法

電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告

をすることができない場合は、日本経済新聞および新潟日報に掲載して行う。

なお、電子公告は当社ウェブサイトに掲載し、そのＵＲＬは次のとおりであります。

（ホームページアドレス　https://www.bourbon.co.jp/）

株主に対する特典

９月30日現在、当社株式100株（１単元）以上を保有し、かつ半年以上前から継続保

有の株主（３月31日現在株主）様に対し、年１回、当社グループ製品詰め合わせ等

を贈呈いたします。

第６【提出会社の株式事務の概要】

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定に

よる請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を受ける権利およ

びその有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を有

しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第147期）（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）2023年６月29日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2023年６月29日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第148期第１四半期）（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）2023年８月８日関東財務局長に提出

（第148期第２四半期）（自　2023年７月１日　至　2023年９月30日）2023年11月７日関東財務局長に提出

（第148期第３四半期）（自　2023年10月１日　至　2023年12月31日）2024年２月７日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

2023年６月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時

報告書であります。

2024年４月26日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（自己株式の処分）に基づく臨時報告書であります。

(5) 臨時報告書の訂正報告書

2023年７月11日関東財務局長に提出

2023年６月30日提出の臨時報告書（株主総会における議決権行使の結果）に係る訂正報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 田　尻　慶　太　印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 丸　田　力　也　印

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2024年６月27日

株　式　会　社　ブ　ル　ボ　ン

取　締　役　会　御　中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ブルボンの2023年４月１日から2024年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社ブルボン及び連結子会社の2024年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に

おける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理

上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。



有形固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

【注記事項】（重要な会計上の見積り）１．固定資産の

減損に記載のとおり、会社グループは、2024年３月31日現

在、連結貸借対照表に有形固定資産を39,836百万円計上し

ている。

会社グループは、各商品部門を独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として、減損の兆候を把握してお

り、減損の兆候が把握された商品部門については、各商品

部門における事業計画に基づき、将来キャッシュ・フロー

を見積り、割引前将来キャッシュ・フローの総額と有形固

定資産の帳簿価額を比較し、減損損失の認識を判定してい

る。

割引前将来キャッシュ・フローの総額が有形固定資産の

帳簿価額を下回る場合には、有形固定資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上

している。なお、回収可能価額は、正味売却価額と将来キ

ャッシュ・フローの現在価値（使用価値）のいずれか高い

方によっている。

将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる各商品部

門の事業計画の作成における重要な仮定は、売上高成長

率、売上原価率、物流費などである。これらの仮定は、市

場環境の変化及び原材料、エネルギーコストの価格変動や

為替相場の変動などの影響を受けるため不確実性を伴い、

経営者による主観的な判断が介在する。

以上から、当監査法人は有形固定資産の減損が監査上の

主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、有形固定資産の減損の検討に当たり、主

として以下の監査手続を実施した。

・　有形固定資産の減損の兆候の把握、減損損失の認識の

判定及び減損損失の測定に関連する内部統制を理解し

た。

・　減損の兆候の把握に関する会社の検討資料を閲覧し、

減損の兆候の把握の妥当性について検討した。

・　将来キャッシュ・フローについて、取締役会で承認さ

れた各商品部門の事業計画との整合性を検証した。

・　商品部門別の事業計画における重要な仮定及び経営者

の判断を理解するため、売上高成長率、売上原価率、物

流費の将来見通しについて経営者等と協議するととも

に、重要な仮定の合理性を検討するために以下を実施し

た。

-　売上高成長率について、過去からの趨勢分析を実施

するとともに、前連結会計年度に作成した商品ごとの販

売計画と販売実績を比較し、商品ごとの販売計画の達成

可能性を検討した。

-　売上原価率について、過去からの趨勢分析を実施す

るとともに、前連結会計年度に作成した予算と当連結会

計年度の実績を比較し、原材料やエネルギーコストなど

の価格変動が翌連結会計年度以降の売上原価率に反映さ

れているかを確かめた。

-　設備投資を含む生産方法の見直しなど、売上原価を

改善させるための施策について、過年度の達成状況を確

かめるとともに、商品部門の担当者に質問し、その合理

性を検討した。

-　物流費について、会社が物流業者から入手している

運賃価格に関する資料を閲覧し、会社が予測した将来の

物流費に係る上昇率の合理性を検討した。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に

重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査

意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。



販売促進費等に係る未確定債務の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

【注記事項】（重要な会計上の見積り）２.販売促進費

等に係る未確定債務に記載のとおり、会社は、顧客に支払

われるリベート及び販売促進費（以下、「販売促進費等」

という。）については、顧客から受領する別個の財又はサ

ービスと交換に支払われるものを除き、売上高から減額し

ており、当連結会計年度末において、販売促進費等に係る

未確定債務を未払費用に801百万円計上している。

販売促進費等の支払額は、会社から卸売業者への販売実

績及び卸売業者から小売業者への販売実績に基づき確定す

るが、計算対象期間が決算日をまたぐ場合や決算日時点で

卸売業者から小売業者へ未販売の製品がある場合には、支

払見込額を見積り、未払費用として計上している。

販売促進費等の支払見込額の計算における重要な仮定は

以下のとおりであり、不確実性を伴う。

・　計算対象期間が決算日をまたぐ場合：決算日の翌日か

ら計算対象期間終了時点までの販売額の予想に基づくリ

ベート率等

・　卸売業者から小売業者へ未販売の製品がある場合：卸

売業者における製品別期末在庫金額や決算日後の小売業

者別販売構成比

また、算出の基礎となる契約条件は、小売業者別・製品

別に異なり多種多様であることから、販売促進費等の支払

見込額の計算は複雑である。

以上から、当監査法人は販売促進費等に係る未確定債務

の見積りが監査上の主要な検討事項に該当するものと判断

した。

当監査法人は、販売促進費等に係る未確定債務の見積り

を検証するに当たり、主として以下の監査手続を実施し

た。

・　販売促進費等に係る未確定債務の見積りに関連する内

部統制の有効性を評価した。特に、見積計算に使用され

るＩＴシステム及びスプレッドシートの信頼性を担保す

るための内部統制に焦点を当てて、その整備状況及び運

用状況を評価した。

・　見積計算に使用された販売促進費等の契約条件の正確

性を検討するため、サンプルベースで契約書を閲覧し

た。

・　前連結会計年度末における販売促進費等に係る未確定

債務の見積計上額と実際支払額を比較し、乖離が大きか

ったものについては、支払見込額の計算において使用し

た重要な仮定について、以下を実施することで、当連結

会計年度末における見積方法への影響を評価した。

-　会社が仮定した当連結会計年度末におけるリベート

率等の合理性を検討するため、前連結会計年度末におけ

る決算日の翌日から計算対象期間終了時点までの販売額

の予想と実績を比較し、乖離理由を確かめた。

-　会社が仮定した卸売業者における製品別期末在庫金

額の合理性を検討するため、主要な卸売業者ごとに比較

分析を行った。また、会社が一部の卸売業者から入手し

ている在庫データを閲覧した。

-　会社が仮定した卸売業者における小売業者別販売構

成比の合理性を検討するため、過去において卸売業者か

ら請求された小売業者別販売促進費等の趨勢分析を実施

した。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告

書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会

の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載

内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。



連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸

表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連

結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ

ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につい

て報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると

判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の

公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公

共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しな

い。



＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ブルボンの2024

年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ブルボンが2024年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部

統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報

告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性が

ある。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかに

ついて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明するこ

とにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過

程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施

する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択

及び適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての

内部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査

人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し

て責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結

果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他

の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ

ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につい

て報告を行う。

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報

酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(３)【監

査の状況】に記載されている。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。



指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 田　尻　慶　太　印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 丸　田　力　也　印

有形固定資産の減損

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(有形固定資産の減損)と同一内容であるため、

記載を省略している。

販売促進費等に係る未確定債務の見積り

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(販売促進費等に係る未確定債務の見積り)と同

一内容であるため、記載を省略している。

独立監査人の監査報告書

2024年６月27日

株　式　会　社　ブ　ル　ボ　ン

取　締　役　会　御　中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ブルボンの2023年４月１日から2024年３月31日までの第148期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ

た。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ブルボンの2024年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして

いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であ

ると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成に

おいて対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告

書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会

の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。



当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や

会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ

ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につい

て報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益

を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

【表紙】



１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長　吉田　康及び最高財務責任者　取締役財務管理部長　間島　孝弘は、当社の第148期（自　

2023年４月１日　至　2024年３月31日）の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されてい

ることを確認しました。

２【特記事項】

特記すべき事項はありません。
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【提出日】 2024年６月27日
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【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　吉田　康
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１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長　吉田　康及び最高財務責任者　取締役財務管理部長　間島　孝弘は、当社グループ（当社並びに連

結子会社及び持分法適用関連会社）の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の

公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施

基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及

び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的

な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に

は防止又は発見することができない可能性があります。

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年３月31日を基準日として行われており、評価に当

たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価における評価手続については、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統

制）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセス

の評価においては、その業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別

し、その要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

本評価における財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループにおいて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の

重要性（金額的及び質的側面を考慮）の観点から必要な範囲を決定しております。具体的には、全社的な内部統制の評

価範囲として、影響の重要性が高い、当社１社を対象といたしました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少で

あると判断した連結子会社４社と持分法適用関連会社２社は評価範囲に含めておりません。

次に業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、重要な事業拠点の選定にあたり、各事業拠点の前連結会計

年度の売上高（連結会社間取引消去後）を指標に、当社グループ内で２／３以上の構成比を確保する当社１社を重要な

事業拠点といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上

高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。

さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘

定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して

重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加いたしました。

３【評価結果に関する事項】

上記評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたし

ました。

４【付記事項】

付記すべき事項はありません。

５【特記事項】

特記すべき事項はありません。
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